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今盛りなり

(巻三の三二人)

と万葉集に詠み砿;われ、平城京のl時代から辿新iと

栄えている奈良市は、国際文化観光都市として今、

大きく飛躍しようとしています。

私たちの奈良市には、昨年12月に「古都奈良の

文化財Jとして陛界巡遊に登録された歴史的文化遺産や、これらと一体となっ

た生かな自然環境などがあります。

今1:1、大量生産、大量ilm、大f量廃楽の社会システム、自動車の担|気ガスに

よる大気汚染等により私たちの|ゴ常生活そのものが、環境への負荷を崎大させ、

地球iJuU援化やオゾン府の破域など人矧の生存恭椴そのものがおびやかされるま

でになっています。

今、私たちは、一人ひとりのライフスタイルを見直し、環境に負荷の少ない

生活を行い、 良好な環境を将来の市民に引き継いでいく ことが必婆であります。

このような観点に立って、現在及び‘将来の市民の健康で文化的な生活を確保

するために、本年 3月に「環境基本条例」を制定し、環境の保全と創造に関す

る施策を総合的に推進するために、このl立 「環境基本音IT!!]jJを策定いたしました。

この計画は、目標年度を西暦2010年とした本市の環境行政のマスタープラン

として、また「奈良市新総合言|悩」が目指す都市づくりを環境面から災現する

ものであります。

今後は、目標とする環境像であります“世界的文化逃産と歴史及び些かな自

然澱坑が調和した都市・奈良"を目指して、市民、事業者、観光客等の皆さん

と市が一体となって、緑i基地、な良好な環境者11市を実現していきたいと考えてお

りますので、皆さんの一人ひとりのご型Il併とご協力をお願いいたします。

終わりに、本計画iの策定にあたり、 furIなご意見 ・ご提言等を11易りました奈

良市環境審議会の委員の皆さんをはじめ、ご↑ZJJ力いただ、きました多くの皆様方

に心からお礼申し七げます。

平成 11年 3月

ふ急帝泉大 1
11j{剣
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奈良市の花木鳥

奈良市は、平成10年2月1日に市制100周年を迎えました。

この節目の年に、次の100年を目指して誇れる奈良市を

創造していくため、 市のシンボル としての花 ・木 ・鳥を

制定いたしました。

孟・ー司Ii.....五;... ~ 
東大寺知足院の車山田八亜桜は古敬にも除まれ‘園町天然記念物
にも指定されている。4月下旬から5月よ旬にかけて白色ないし
端紅白色町花を咲かぜ、事良を訪れる多〈の人々に大宜親しまれ
でいます.

古来より奈良盆地やその周辺には「イチイカ'シ」がよ〈生育し、
今も春日大祉揖内にも fイチイガシ巨樹群Jがあり、昭和国年2
J'I'2日に市町天然配書物に指定されました。ー般には「イッチンj
とか「ドJ グリの木jと呼ばれています。

ー.... ・r..JIIIIII:'-"
審を世げる寓として知られる 『ウグイスJは.奈良市でも$(骨
布し、市街地でも噛き声を聞〈ことができます.古融にも多〈除
まれ、「曹の滝」と岬ばれるi竜や、軍塚古t貨もあり、大聖な Uみ

があります。



E，;Wll主圃置吉司E缶尚書市長圭呈E事ヨ='.n:語医置彊圃

奈良市環境基本計画の考え方

-環境問題の変化

わが国では昭和30年代半ばから、公害や自然環境破壊などの環境問題が

顕在化し、大きな社会問題となりました。

昭和]40年代からは、環境保全に向けて「公害対策基本法」、「自然環境保

全法」等の法律によりさまざまな施策が進められてきましたが、昭和50年

代頃から新たな環境問題に直面することになりました。大量生産 ・大量消費 ・

大量廃棄型の社会活動や生活株式が定着し、人口や経済活動が都市に集中

した結果生じた問題です。自動車による大気汚染、騒音・振動や生活お|水

による水質汚濁、化学物質による環境汚染への危倶、開発による身近な緑

の減少などが主なものです。

このように、今日直面している環境問題は、これまでの公害問題とは異

なり、日常の生活や通常の事業活動に起因するとともに、 iilif;Jt温暖化やオ

ゾン層の破壊問題のように地球規模の広がりと将来の世代にもわたる広が

りをもっています。

-国・県の動向

国はこうした環境問題の特質を踏まえ、環境政策の新しい理念や政策の

枠組みを確立する必要がある との判断の下に、平成5年11月、環境に関する

分野について政策の基本的な方向を示す「環境基本法」をHiIJ定し、これを

受けて平成6年12月には国の「環境基本計画」を策定しました。

この、国の環境基本音|匝iにおいては、「循fjf!JI共生JI参加JI国際的取組」

の4つの長期目標が掲げられ、基本法の型n念を実現するための幅広い施策

が示されています。これらの新しい取り組みの r:j:rで、環境への負荷の少な

い持続的発展が可能な社会の椛築は、国民の積極的な参加が必要となって

います。地方公共団体はこれらの笑現に向けて、国の施策に準じた施策及

ぴその区域の自然的社会的条件に応じた施策を総合的かつ吉|画的に推進し

ていく役割を担っているとしています。

そこで奈良県では、国の施策に準じ、かつ自然的社会的条件に応じた施

策の総合的かつ計画的な推進を図るために、平成8年12月に「奈良県環境基

本条例」を制定し、平成9年4月 l日から施行しています。また、環境基本

条例の制定に先立ち、平成7年度において「奈良県環境総合計画」の策定を

完了しています。

-奈良市の取り組み

本rliにおいてはこれまで、世界的な歴史的文化逃産の保全とともに、そ

れらと一体となった豊かな自然が保たれ良好な環境を有してきましたが、

都市化が進む中で、身近な緑の減少や、自動車の持|気ガスによる大気汚染、

生活排水による水質汚濁や近隣騒音問題、廃楽物の持Hl¥量の増大などの問

題も生じてきています。また、市民生活活動や様々な社会経済活動が地域

の環境や地球環境に与える影響は、定、まれた環境条件にある本市において

も無視できないものになってきています。 1_ 
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このように、これまでの本市のみの個別の取り組みだけでは解決が困難

な問題も多くあり、市民・事業者・観光客等と一体となった取り組みや、国-

県への低hきかけ、周辺市|町村との連携等が必要となっています。

そのため本市は、環境問題の変化や国内外の取り組みを踏まえて、長期

的な展望と広域的な視点を持った環境行政の方向性を示すとともに、市民、

事業者、観光客等及び市が、それぞれの役割分担の下に環境の保全と創造

にかかわる施策の総合的かつ計画的な推進と、環境への新しい対応を図る

ため、「奈良市環境基本言|匝Uを策定しました。

「奈良市環境基本計画」は、本市の恵まれた歴史的文化逃産や自然を守

り育てていくために、市民、事業者、観光客等及び市が協力して、環境の

保全と創造に関する施策を、総合的かっ計画的に推進することにより、環

境への影響 (負荷)の少ない社会を築き、現在および将来の市民の安全か

つ健康で文化的な生活を実現することを目的とします。

「奈良市環境基本計画Jは、「奈良市環境基本条例jに基づき定められる

もので、本市の総合計画を環境面から総合的、体系的に推進し、環境の保

全と創造に関する各分野の施策、事業の基本となるものです。

また、市民、事業者、観光客等の生活や事業活動において環境に配慮す

る指針となるものです。

[個別計画〕

奈良市総合計蘭

基本構想

基本計圏



計画の
目指すもの

-E調E三-若ヨE羽目M露l:e~葺司iJill[Ij事語E・!i"・

「奈良市環境基本計画」の策定にあたっては、以下の5項目を念頭におい

た言|函iとしています。

1.将来世代への継承を考慮した環境像の提示

-総合的な視点から澱坊に|測する要素を幅広くとらえ、 奈良市の独自性を

踏まえて、将来|止代に、より良い環境を引き継ぐことができる望ましい

環境像を示します。

2.新しい環境課題への取り組み

-地球環境問題や、 rli民の生活様式の変革などの新しい環境線組に対する

取り組みの方針を示します。

3.参加主体の役割と連携への配慮

-言1TI!ii推進の主体となるili民、事業者、観光客等及びiliが一体となった積

極的な行動を促すため、各々の役剣や辿jj~のあり方等について示します。

4.組織償断的は取り組みの展開

-従来までの環境項目に力11え、歴史や自然、まちづくり、澱境教育・学溜

の分野も含めた全市的な取り組みの体系を示し、組織縦断的な体iliiJづく
りを進めます。

5.計画の実効性と継続性を重視

環境行政の方向性と内容を示すだげでなく、言!匝iの笑効性と継続性を重

視した施策の展開と推進の体制の桃築を図ります。

-主 体「市民Jr事業者Jr観光客等Jr市(行政)J
を主体としてその役割と行動を示します0

・対象地域:奈良市全滅

広域的な対応が必要な事項については、匡I.県や近隣自治体

との協力体制の強化を図ります。

3_ 
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「奈良市Z環境基本計画iJは21世紀半ばを目指した長期的な音1-j面ですが、

着実な進展を図るために、 2010年(平成22年)度を目椋年度とします。

ただし、言|国のJlJl間内においても、必要に応じて計画の見直しと修正を

行い、 育|闘が今後の相会経済状況などの変化に対応できるように苦手めます。

'‘. ・‘ι. 引
世
紀
半
ば
を
展
望

1999年度

(平成11年度)

2010年度

(平成22年度)

従来の公害防止や自然保護に加えて、歴史や文化、都市の安全性や快適

性、廃棄物などを中心に阿広〈含めます。

また、環境の空間的な純聞としては奈良市内の地域的な環境から、周辺

市町村との広域連携を経て、地球温暖化、オゾンl留の破様、酸性雨など地

球環境までを対象とします。

環境の範囲 従来の環境の範囲

公害防止、自然保護など

くシ
奈良市環境基本計画での環境の範囲

公害防止、自然保護、歴史・文化、

都市の安全性、都市の快適性、廃棄物など

-歴史環境の保全 …歴史的文化遺産、歴史最観など

・自然環涜の保全…・・・梢生(森林等)、動物、昆虫など

・快適環境の創造......都市景観、歩行者空間、緑、水辺など

・生活環境の保全 …・大気汚染、水質汚湖、騒音、振動、地盤沈下、

化学物質など

・資源の循環的な利用…・・・ごみ、オく、エネルギーなど

・地球環境保全…・ 1鼠暖化、オゾン層破壊、酸性雨問題など

_4 



庄司~司・E詞亘扇;W~蓮昌宜縄県駐車畠践苦告書

奈良市の環境の現状と課題

(1)位置と気候

本市は奈良県の北端に位低し、近t民地方、 l司本会図からみて、ほほ"1"央;
に位iEしています。

この位i目的好条例をはじめ、その他の I~I 然的社会的環境により古くから
政治・文化の中心として発展してきました。

北は京都府、*は添上郡月ヶ削村、山辺郡山添村 ・都祁村、j:y.jは天王ill市 ・

大和郡山fl'i、西は生駒市と接しており、而和は、 211.6krriで、奈良県の総

面fi'1のほぼ5.7%を占めており、東西25.15km耐1ヒ16.7kmで、周聞の延長は

97.1kmに迷しています。

また、奈良余地の北部一帯にjよがっているため、 i&地が持つ内際性の気

候を呈 しています。

奈良地方気象台(北総34皮41分、京経135皮50分)の平均値 (1961-1990
年の30:11三間平均)を見ると、年平均気温は14.4'C、年111]1降水i止は1.355mm
となっています。

奈良余地・大手口市原とも山保によって海岸から|煽てられているため内|注

性気候を示 していますが、 奈良幼:地はその特色が最も著しく、夏はP，L下で

最高i121に近く、冬は割合5尽くて年較差は大きくなっています。

奈良市の位置

切

b 

月平均気温及び
mm ℃ 
由。

降水量(平年値)
.50 

4001 
;r- ¥ 4回

350 

3叩

250 

E二コ 降水虫 200 

ー.一 平均気温

出典理科年畏

2 3 4 5 6 7 8 9 もo " 5_ 
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(2)人口
本市の人口は増加しつづけていますが、人口地加率は減少の傾向にあり

ます。また、|止術数は坪i加傾向を示していますが、 ー|止;m・当たりの人数は

減少しており、核家族化の傾向が顕著になってきています。

なお、平成10ilo10月1Ell)i在の推計人口は363.019人で、世帯数は133.478
世帯 (f住民基本台帳」より)、人口士自力H率(平成 7年~平成10年)は1.1%

となっています。

人口・世帯数の推移
万人 ・万世帯

35 

30 

レ/
身---------

-.1__________ ________.1 __ _______1  

昭和40年 45年 50<手 55年

(3)土地利用

L一世帯型

「一一人口

601手 平成2年 ア年 101李
賢料華良市

本市の土地利用は、西北部では平城ニュータウンや富雄団地などの開発

等もあり、主に宅地として利用されています。また、中央部においても学

校や病院等の公共公訴施設の他に小規模な宅地開発が見られます。

その一方、県立奈良公図から街l蓋111、大和青垣図定公|羽の一部にかけて

の一帯や、平城宮跡とその周辺部は市街化調整区域に指定され、開発を抑

制するとともに、風致地区や歴史的風土保存区域にも指定され、古都奈良

としてのたたずまいを保全するよう配慮されています。

また、森林はほとんどが東部にあり、本市の水源i図書主地域としての役割

を担っています。

全体的な制合で観ると自然的な土地利用が 7制を 占め、その多く は森林

で残りはj災地となっています。また、都市的な土地利用の半分近くは住宅

地となっています。

奈良市における土地利用の割合
にコ因 。0 ・ 1'.06% 
亡コ畑。......・。....・2田 %

亡三コ山林0 ・ 55.12% 

亡コ水面 1日%
E二コ その他自然地 1.89% 

仁二コ性宅用地 11.82% 

圃・・ 商瞳用地 1.43% 
工車用地 1.16% 

- 公共公益用地 4.87% 
亡コ逝路用地 .........'4.24% 

・圃瑚施設用地 0.22% 

亡コその他的空地 3.78% 

出典都市計薗基礎簡査 (平成9年 3月}
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(4)産業

平成7年の国勢調査において、産業全体で見ると、第 3次産業が最も多く、

就業人口の71.8%を占めています。また、第3次産業の中でも卸売・小売業・

飲食応、サービス業が 3/4を占めています。第 2次産業は24.5%であるが、

その多くは製造業であり、第 l次産業は1.8%に過ぎず、その大半は農業と

なっています。

奈良県全体の中で見ると 、第 3次産業が特に多く、奈良市内で働〈従業

員数で兄ても第 3次産業が圧倒的に多いことが分かります。

また、 産業別就業人口の推移を見ると、第 2次産業の告IJ合はほぼ繊ぱい

ですが、第 1次産業の割合は減少し、第 3次産業の割合が増加しているの

が分かります。

産業大分類別就業人口(平成ア年)

dy 良市 奈 A 県

l~ t駐 就能人にl Jt 呼: 批准人LI Jt 
(人) (時} {人) (%) 

t~ 書 2.881 1.7 23.156 3.5 

林業 狩孤軍 92 0.1 2.351 0.4 

加A'( 水産品 7 165 

出 ;j(班提 ，11 2.980 1.8 25.672 3.9 

鉱 7監 39 173 

1I! 設 、思 12.133 7.3 53.626 8.0 

担 丸11 1控 28.448 17.1 152.188 22.9 

即 2 >><陪'A'( ，I~ 40.620 24.5 205.987 30.9 

世主lガス熱供給水迎提 は出 7.3 5.683 且9

巡柚 曲川県 且169 11.9 34.124 5.1 

íru !"Æ 指小光~~飲食品i 41.727 25.1 151.656 22.8 

金融 保 険業 8.370 5.0 27.312 4.1 

不 fb 産 ;fi 3.302 20 8.825 1.3 

サ ピ ス 軍 49.959 30.1 174.258 26.2 
ιι，、、} オB 色498 3.9 25.059 3.8 

出 3 ;j(産指針 119.231 71.8 426.917 64.1 

分轄l 不可 距JI'i 3.107 1.9 7.198 1.1 

165.938 1冊。 伍5.771 100.0 

誰)合計には分頴不能の産離を吉む{車3:d1産揖には宮ま傘、、)

産業別就業人口

平成7'事

平成2'手

昭和田年

昭和55年

昭和田年

昭和45年

昭和40年

昭和田年

11 

11 

o 2 4 

仁コ第1次産撲仁コ第2次産撲仁コ時3次産撲

」
'-

6 8 10 叩 14 16 18万人

出典:統計なら 平成9'手版

7_ 



-E卦質三- 現吾扇砲郎君主白血誠司彊震調週

-観 光

奈良市は、我が固有数の歴史的・文化的観光都市であり、経済的におい

てもホテルや旅館など、観光関連産業はきわめて重要な役割lを果たしてい

ます。奈良市への観光客数は平成 8ijoで13.468千人を数え、うち宿泊客数

約1，884千人、日帰り者数11，584千人と日帰り客数が圧倒的に多くなってい

ます。なお、季節的には、春が多くなっています。

奈良市を訪れる観光客13.468千人のうち 4分の lに当たる3，153千人が自

動車を利用しており、うち 6lliUに当たる1，873千人がパスを利用しています。

主な観光地は、東大寺、薬師寺、春日大社等の寺社ですが、奈良公園の

シカは天然記念物に指定され、約1.200頭が生息しており観光名物となって

います。

¥ 

入込観光者の推移

勾 |磁別 般 悼平旅行 外間人 ffl 

平成元年 | 術的 1.735，000 381，000 26，000 2，142，0凹

日帰 10，394，000 1.905，000 230，000 12，529，0叩

平成 21'1'
術的 1，791.000 361，叩O 28且00 2.180，000 

日帰 10，65且O日日 1，805，000 293000 1 2.7~凡O曲

Sl~ '品 3 11'
術的 1.7刊98，000 330，000 30，000 2.158.000 

日叫} 10.438，000 1.650，000 2ド且，000 12，386日間

11t. J&: '1 11~ 
宿泊 1，706，000 310曲。 26.000 2，042，000 

日刊} 10.31¥7，000 1，550凪JO 261.000 12.158.000 

.i1f.rJl: 5 <II! 
術的 1，611，000 287αJO 23，000 1.921.000 

日制 10，392，000 1.435αJO 234，000 12，061.000 

平此6'1'
社i泊 1.524，000 281はJO 22β00 1.827，000 

[=1 1fll 10，3田.000 1/105αJO 219，000 11.924.000 

平成7年
術的 1.625，000 262，αJO 20加。 1.907，000 

n ;{Il 10，131.000 1.310，000 198，000 11.639，000 

平成8年
~(J in 1.610，000 254，000 20，αJO 1.884，000 

日帰 10.113，000 1，268，0叩 203，αJO 11.581¥，000 

出眉・幸良市入込客敢闘査報告書(奈良市平成8年)

単位万人
1，200r 

仁コ平成元年

1，000ト Iilnrm 亡コ平成2年

仁コ平成時

田0ト 111111111 
亡コ平成4'手

仁コ平 成 時

回0ト 111111111 
じコ平成G'手

仁コ平成7年

400ト
仁コ平成8年

四T皿
般日帰

「γγγT

f修学旅市宿泊 修学旅行日帰 外国人宿泊

同 ココヨコココココJ
外国人日帰

ノ¥ _8 



(5)交通

・公共交通網

-Eヨ質量- 調E唱団百回世道M!J凶器問喧罷耕 彊

鉄道は中うたから西部地域にかけて整備され、大阪・京都方面と給ばれて

います。

また、主な駅の乗客数を見ると、 1日平均約5万人の近鉄奈良駅をはじめ

として、近鉄沿線の各駅の釆客数が多くなっています。

パス網については、市内全域をほぼ網羅しており、TIi内各地へのアクセ

スが確保されています。

・自動車交通

.道路網の整備状況

奈良市の主要な幹線道路として、東西方向に県道奈良生駒線、南北方向

に国道24号が走っています。

東西方向に走っている道路は大阪方面と、南北に走る道路は、北は京都、

商は県内各地へと結ばれており、大阪や京都に対する経済活動や、京都と

奈良市南j11lJの各市町村との通過交通と相侠って交通立が多くなっています0

.自動車の登録台数

近年の自動車の保有状況を見ると年々増加l傾向にあります。車種別にみ

ると、貨物自動車や乗り合い自動車、二輪車はほぼ横ばいかやや減少傾向

にあるが、釆用車の保有台数の伸びが大きく、全体的には増加傾向にあり

ます。

.道路交通状況

道路交通量をみると国道24号と主要地方道奈良生駒線での交通誌が多く

20.000台/12hを超えています。その他、西郎の市街地1I11Jの道路の多くは

10.000台/12h以上と比較的交通誌が多いのに比べ、東部の道路のほと んど

は5.000台/12hを超えていません。

道路交通量

凡例

|圃・・・ 12h交通姐 30凹，-
l・・・・ 12h交通 飯 田I凹 1-30，000

l・・・ 12h交通銀 10.0刷 -20.0凹

l・・・・ 旬h交通量 5.0刷 -10，0回

i・・・・ '2h交通置 -5.0田
出奥・泊路立通センサス

(平成2年}

9_ 



-E司~ョ・E司E扇副叫ii.;!l荒!Þllf~印面最苦吉司

歴史環境の
現状と
特性・課題

_ 10 

本市は古都としての歴史的経緯から量的にも質的にも最寓な文化財が存

在しています。特に東大寺や春日大社をはじめとする世界的な歴史的文化

遺産とそれらを包み込む春日山原始林や奈良公園などの自然は、奈良市の

象徴ともいえます。

この恋まれた歴史環境を保全し、活用していくことが重要です。

[豊富な文化遺産1
.本市の文化財の指定件数は、平成10年6月現在で931件と我が図でも指定

件数の多い者11市の 1つとなっています。

・東大寺、平城宮跡、春日大社をはじめとする古都奈良の 8資産群が、世

界逃産となっています。

[都市化に伴う影響]

.酸性雨などによる文化財への被害の懸念や、未指定、未発見の文化財が、

都市化の進展にf~1旬、磁波やt負傷する恐れがあります。

・ならまちをはじめとする歴史景観及び若草山や東部のj美山村地域が醸し

出す自然iti観が豊かですが、 近年の都市化によりその景観などが損なわ

れつつあります。

奈良市所在の指定文化財
(総件数自31件/平成10年白月30日現在}

ヲ〉 置1 総量

総 世 931 

出:it物 155 

イJ
絵 F珂 99 

先
臨 !ilJ 303 H事

楠
z-zk ζ 文 Al. 148 

ユ市
化

u 19a 
1'f跡典和一凸文押 121 

財 考 ，'i;tt中1. 19 
ltH可l 

雌 史資 料 8 

無形文 化財

1< k主 l嘆陪民 f作文化財 12 

文化財 ~ïl形民俗主化財 7 

'l! 1* 33 

記念物 名 勝 6 

天然記念物 19 

l叫 官
置弘f 特別

世名天
M指定 市指定

文化財 出;y，米 文化財 文化財

12，1 568 4 31 107 97 

30 70 36 19 

9 曲 9 21 

45 207 29 22 

27 109 9 3 

9 102 6 4 

13 2 

5 2 

6 5 

3 3 

2 23 2 G 

4 4 

資料・奈良市文化財課



課 題

-1ë;l"..Il司・E調E週日if'JJ庄司軍事IJJI~望駐車Ia書申告薗

世界遺産の範囲
遺産本体の面積 616.9ha 

緩衝地帯の面積 1，962.5ha 

歴史的環境調整区域の面積 539.0ha 
J口'- 計 3，l18.4ha 

登録巡産は8資産群からなり、 その中には国宝25棟、 重要文化財53棟、 音1

78棟の建造物鮮が含まれます。

世界遺産登録(8資産群)の内容

i'! .c :1'， 称 !大j :&: 

型武夫止の知町lで砧立された宮寺で、金堂(大仏殿)、 rt1大川

耳I 大 奇 など(jLUI出jE合を古む。)自 制lの凶:;ii:と18柳町並嬰文化財を

登録。なお、大仏も金堂と一体として投録。

!Ji! 稲 奇
j降服氏の氏手iとして建立された寺。 Itl'l堂、五重貯など困3r1j

相!と重!ZJ文化財2相・を登録。

神の降臨する山として神ll'!1見されていた御波山のふもとに、 J胎
rf 1'1 大 社 Jji(氏の氏和11を叩った抑制 。 本~j 本殿町回宝 4 棟 と孟~文化財 27

相h及び史跡枠日大社境内を登録。

841年に伐採が禁止されて以来、仰獄JJIとともに称101大企lの宅l

~f 日 山似始林
殺と して保被されてきた版始林。社殿と一体となって形成され

てきた大社の文化的対観を構成するftI.llである。特別天然記念

物春日1111i;(始林に指定されている。

6 1U:紀に~H~.I日干がi在常 した ílHl苛が'I'J.成 Jl~に移されて7じ!t\l"'j-

冗J 別} 守 となった。桜楽J;Jj本堂、神訟の阿~Îi: 2制L及び重要文化財l榔を

登録。

ll!と 印1I 苛
天武J(].;1の発醐lで建立された'1;¥'もかで、出焼、 *院堂の同友2棟、

Æ~文化Jlj'4!地を1t録。

山 1('， f{~ 苛
)配 iIt.を ~ÿ:ぶための苛と して庇伯・鑑l1が759'ドに?lIJm した寺。金堂、

講堂など凶::ir5 *車と重要文化財 1械を:Q録。

平城京の北端にもY位する円減跡で、 l当|の政治や儀式を行う大極

'1' 城 官 跡 殿や明j2:[:院、天草lの居所である内説、役所の遺跡。特別史跡平

城宮跡に指?とされている。

。文化財そのものだけではなしその周辺整備や市民、事業者、観光客等に対する啓発

活動をも含めた、総合的な歴史的文化遺産の保全を図る必要があります。

uffr市街地と調和のとれた歴史豊かな景観の保全を図る必要があります。

11_ 



-j;!，司量亘-王i1~缶百fj'Jl~Ij-!lml.. 曜日喧E主主張週

自然環境の
現状と
特性・課題

課題

本TIiの自然環境はその地勢上、東部地域は山林など緑や自然が盆寓ですが、

西部地域を"1"心に宅地開発が進み、自然や緑が減少してきました。

しかし、中央市街地を囲む自然は、春日 I.LJ.佐保111・平城山風致地区と

して保全され、世界的な歴史的文化巡産のJiJl\↑i1j を限し /1\す~索となってい

ます。

したがって、これらの歴史的文化遺産との制利のとれた自然環境の保全

と創造、そして、だれもが身近に自然を感じ取り、親しめる環境づくりが

重要です。

[市街地を囲む豊かな自然l
・奈良市内における特定地物群落(第 2聞及び第3回l当然環境保全基礎調査・

環境庁)として、 「忍辱山サギスゲ自主E地Jr春日山原始林Jr若草山草原

群務Jr春日大社側l葉山原始林Jr水越干111社のシラカシ林」があげられます。

また、植物相については、これらの特定相物税務を含め、市内にある

自然植生群務のほとんどは東部に存在し、東部の山林にはアカマツ林や

スギ ・ヒノキの椴林地が広く分布しています。1:1'でも世界巡遊であり 、

国の特別天然記念物に指定されている春日山原始林は、純生自然皮 9と

極めて自然皮の高い級生環境を有しており、 学術上重要な昆虫類や両生

類の生息地でもあります。このため、「市街地に隣接した世界で最も自然

皮の高い森林」と評価されています。

・割~ 2回自然環境保全基礎調査0978・環境庁)によると、奈良市における

学術上:m:~な種として、両生類 ・ は虫類で 3 秘 ( ダルマガエル、モリア

オガエル、カスミサンショウウオ)、昆虫類が指様昆虫 7種、特定見虫57

種の合計64秘が報告されています。また、天然記念物としてのm-}生のシ

カが市内に生息し、奈良らしさの貴重なイメージを創り出しています。

[都市化に伴う自然の減少l
・市の東部地域には山林などの豊富な自然が残されているものの、西部地

域は宅地HMEのため、自然j交は低いものとなっています。

.近年の都市開発の)î~特により、身近な野生生物が減少しています。

。東部地域等の奈良市の貴重な自然環境の保全を図る必要があります。

0歴史的文化遺産との調和のとれた自然環境の保全 と創造を図る必要があります。

0市街化の進む西部地域などにおいて、緑空間の確保等身近な自然の再生と創造を進め

ていく必要があります。

_ 12 



都市環境の
現状と
特性・課題

岳山正担- 司E蔀証ml'<l既倒県民事a書割彊

本市には数多くの雁史的文化遺産が存在し、これと一体となった豊かな

自然も有しています。これらのものが、"奈良らしさ"を限し出し、生活の

中にも快適性を与えています。

その一方で、身近な公|虫|、広場の捻備や、うるおいのある河川強制|l、都

市内の税水笠11，倒産備なども求められています。景観直lでは、屋外広告物の

問題や沿道の街並み整備など良好な市街地景観づくりが求められています。

[7.l<・緑と歴史景観等の状況]

・県立奈良公図と泰日山原始林、大和青垣国定公図、平城宮閥、等の公図や

風致地区、東部のj込111村地域、西部の整備された住宅地及び南部の田園

等の緑地景観が存在しています。

・歴史ある河川や池の水辺景観などが、奈良らしさを自主し出しています。

.市街地内に伝統的態築物等が建ち並ぶ街並みや街道、歴史的眺望景観な

どが、奈良の大きな特徴となっています。

.者11市化が進む中、水質の怒化や、人工的な設岸改修などにより、市民が

親しみやすい水辺が少なくなってきています。

.高度地区等の法規制により、低層建築物を中心とした務ち着いた景観形

成がなされている一方で、沿道建築物の不統ーや、 美観を損ねる屋外広

告物の問題などが生じています。

[都市公園の整備状況]

・平成10年4月l日現在、奈良市内の都市公園は376ヶ所であり、総面積は

2.023.831 rrlとなっています。また、奈良公闘を|除く 一人あたりの都市公

図面積は5.55ぱで、 全国平均の7.30rrl(平成 8年度末都市公|富山門左側現況

調査 ・建設省)より小さくなっていますが、奈良公|剖を含む一人あたり

の都市公悶面積は19.34rrlと全国平均の2.5倍以上の前fl'[となっています。

万葉集から

佐保川の;青さ川房、に鳴く千鳥

かはづとニつ忘れかねつも

能登川の水底さへに照るまでに

{ir1tの山は咲きにけるかも

13_ 



EE語~ョ・1\';ヨE量買輔自主霊峰掛駐車Õif.Ii調書

風致地区

三
日

市民1人当たりの都市公園面積

m'/人
5.60 

5.55 

5.50 

5.40 

5.35 

5.30 

5.25 

5.20 
平成4左手 平成s<手

........ 
戸.---- ¥¥¥ 戸ー-

/" 
/ 

/ 

平成6'手 平成7年 平成8'手 平成9'手平成10年

連)奈良公園を除〈吾2同月1日理事的面相賀料奈良市公回線地課

課 題

。身近な公園や広場の整備及び適正な公園配置整備等を図る必要があります。

Oうるおいある河川整備や都市内の親水空間づくりが必要です。

0古都としての特徴ある景観や自然環境を保全し、落ち着きのある奈良らしい都市景観

や風景を築き上げていく必要があります。

0住む人、訪れる人すべてにとって、安全で快適に過ごせるまちづくりが必要です。

_ 14 



生活環境の
現状と
特性・課題

-同盟ヨ・聞 E踊面倒長俸制腰掛却温昆d哉君

本市には、これまでl符に大きな公害は見受けられませんでしたが、近年、日々

の生活や観光、事業活動などが環境への影響(負荷)を及ぼしており、大

気汚染や水質汚濁、沿道 ・近隣の騒音といった問題が懸念されます。

そこで、日々の生活や観光、事業活動を見直し、環境への負荷を減らす

ことが大切です。また、本市の河川は、元々水量に乏しく生活排水の影響

を受けやすいため、その対応が必要になっています。

[大気療境1
.自動車交通の排気ガスによる大気汚染のjM響が懸念されます。大気汚染

状況はここ数年初lばいの状況ですが、浮遊粒子状物質 (SPM)および光

化学オキシダン トについては、環境基準が達成されていません。特に光

化学オキシダントについては、関西都市圏の「広域的」汚染に影響され

ています。

女環境基準値

J芋遊粒子状物質(SPM): 111判的主の1日平均値がO.lOmg/m'以下であり、

かっ、 111寺問値が0.20mg/mJ以下であること

光化学オキシダント :111寺問値が0.06ppm以下であること

[水環境]

.市内河川の水質汚濁状況は、横ばいから減少の傾向にあります。佐保川、

秋篠川、富雄川等1:1"心市街地から西部の住宅地を流れる河川は、 生活担|

水による汚濁の影智iが大きく、環境基準を達成できない地点があります。

東部地域を流れる布白川、白砂川は、環境基準を達成しています。

・本市においては元来降雨量;も少なく 、河川流最も少ないため、古くから

多くのため池が作られてきましたが、近年、生活担|水等の影響で、水質

が悪化するため池が多くなっています。市内の主なため池10ヶ所の平成

9年度のBODは2.2mg/1-25mg/lと大きく開きがあり、周辺の生活相|水

等の影響がうかがえます。

[音環境1
.木市には、環境庁が平成 8年に実施した「残したい日本の音風景100選」に

も選ばれた「春日!It}の鹿と諸寺の鐙」という良好な音環境が存在してい

ます。

.一方、県道奈良生駒i181や国道24号などの幹線道路沿いの一部地点で騒音

が高いレベルになっています。

.近年の者11市的活動の活発化や生活の多様化に伴い、地域内での近隣騒音

の問題が生じており、これらを含めた騒音に関する苦情受理件数は毎年

多いものとなっています。

15_ 



-Eヨ質量ZEaE羽目掛由署長田明弘三』日愚直訴 古，11

各測定局の年平均値

平 l$J イ在

iIl~定 );0
一般化硫賀 一般化盟議 般化成卦; 光化学オキd ント 浮遊粒子状物質

(50，) (No，) (CO) (Ox) (5PM) 

西 部 O.OO4ppm 0.OJ7ppm O.5ppm O.026ppm O.032mg m
3 

朱 住 O.004ppm O.017ppm O.031mg /mJ 

地ノ池 O.004ppm O.Ol5ppm O.029mg/ m，l 

西大寺 It 。∞5ppm O.Ol7ppm O.033mg m' 

4局平均 O.005ppm O.Ol7ppm O.5ppm O.026ppm O.031mg m] 

出興事良市町珊境{平成10年版)

河川における水質汚濁の状況

佐保川

書提川

秋篠川

布目川

富雄川

白砂川

ー・一上 流
ート 中班
ー← 下流
一一A類型

ーーーー B頬型

ーー-c類型

う[ご三士〉:|
800戸

(mVIII 
15" 

10ト

5" 

OL 
昭和田

1l、む5 Azヲ|

」

平成2 平成4 平成6

l
k
 

Eヨ0-工二竺=コー・
平成2 平成4 平成6 平成8 ヰ鹿

11」

じ
• -ぞ竺ヲ

平成6

:J 
平成4

• 霊

平成4 度

船

年

年

o
 

i
z
i
 

a
u
u
w
M
m
 

開

平境環町市

6

良

時

事
典出
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園長語温室- 詩語扇匝ITI<司長油国訪暗部置主暗証書

生活環境の保全に関する環境基準(河J11) 

lX 
!}; 

利川目的の適応咽 水曜イオン措置 生物化学的般事要求祉

(pH) {日00)

水辺 J ;級、 I:J ~長期境保全
6.5以k

AA およびA以下の州に掲げ lmg/lJ..l卜
8.5以 F

るもの

水地2組、水距l組、水市
6.5以上

A およひ'日以下の州に制げ 2mg/1叫ード

るもの
8.5以下

水辺3組、水陸2組

およひ'CI~下町聞に叫げ
6.5JH 

3mg/l以下B 

るもの
8.5以下

水匝3組、J:m川水l組

C およひ'0以下町仰に仰げ 6.5以上
5mg/1且下

るもの 8.5以下

1:需川水2組、出!l'illJ水

日 およひ'Eの聞に仰げる 6.0以上 8mg/l以下
もの 8.5以下

E 工需川水3級.司J立保全 6.0以」ー lOmg/lj..j，下
8.5以下

備考基準価は日間平均とする。

自然環揖保全.自然探勝等のJ.!U:克幅全

水道 1 級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの。

水道 2 級沈殿ろ過等による通常田浄水操作を行うもの.

水道 3 級前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの。

血相 イlti

坪遊物官)，1前i?耐瑞此 火山間昨世

(55) (00) 

7.5mg/1 
50 

25mg/1 

以下 以」
iv!PN/IOOml 

以下

25111g/1 7咽5mg/1
i叩O

叫下 以上
MPNI100ml 

以下

25mg/l 5mg/l 5叩O

叫ド 以J: MPN/IOOml 

以ト

50mg/1 5mg/l 

以卜 以よ

IOOmg/1 2m日/1

以卜 以上

ごみ干のi1.
2mg/1 

躍が認め句

l'ないこt
山上

水産 1 級。ヤマメイワナ等賞脂水性水域の水産生物周ならひ'に水産 2級およひ・3級の水産生物周回

水産 2級 サケ科魚類およびアユ等賞腐水性水域の水産生物および水産3級白水産生物用。

水産 3 級。コイ‘フナ等βー中腐水性水域の水産生物用。

工業用水 1級 j沈殿等による通常の浄水操作を行うもの。

工章用水2級。軍品法入等による高度の浄水操作を行うもの。

工揖用水3級輯暁の浄水操作を行うもの.

環境保全国民の日常生活(泊陪の遊歩道を宮む)において、不快感を感じない限度。

出典幸良市町珊境(平成10年版)

環境基準水域類型指定状況

水 域 純 Itll 宵H~!リ 述成JUIIIII 相「定目鼎 環 境 基地 点 告 刀

itmJII (j) ニ長JA楠より上流 B ロ ニ 来 Ir~ 柿

ili保111(2)
一品川怖から-k.f1l川

C ロ 和1m印刷柿 S5~ .2.23 大 合流点まで

相l 秋臨川 1!:M C J、 組叫!III合流1出
Y， l.~号訴

111 
都 挺 川 全Ji.!( C ，、 イM早川合流}出

õf~U I 1(2) 
芝かt，klll川合iI.l.l.(

C D 太 u t，~ 
558.2.22 

J、
llhf，示まで

t jlE l 
布 目 川 企域 A イ 盟千代怖 1-15.1.2 

白砂 川 全域 A イ 白砂川流* llM 示

情考 1 類型は、環境庁告示の別表2の河川町岩田類型を示す。

2 達成期聞の骨類は、;史的とおりとするa

[イ) 1.，直ちに達成

[ロ]は，5年以内で可亙的速やかに達成

〔ハ]は、5年を超える瑚倒で可亙的速やかに達成

3 暫定目偲由連成期間(;t、5年以内で可亙的速やかに達成
出奥白奈良市町環境{平成10年版)
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-F当母宅- 詞E当日目別問長調師同j)週温陸部羽

自動車交通環境実態調査結果

凡冊

事 D 盈縦訓

且奮
(dB(A)) 

要珊Q;~程内

D 振動 |昼間|夜間|'ll'1臨 海オーバー

出典.幸良市町環境 (平成10年版)
(dB) 

課 題

_ 18 

。マイカ一通勤やマイカー観光の抑制、アイドリング ・ストップや低公害車の導入など

の自動車交通対策の推進による大気汚染、騒音問題の解消を図る必要があります。

O下水道事業のさらなる推進、 生活お|水への配慮を促すなと苧の水質改善施策の推進を図

る必要があります。

0快適な音風景の保全 ・再生 ・創造を図る必要があります。



資源の循環的な
利用の現状と
特性・課題

園間省主圏E主連E当日百碗院;r，r"JJ訪日愚直害救E

本市はごみの資源化 (リサイ クル)を進めていますが、ごみの盆そのも

のは減少していません。消費量の低減や再使用、再利用を図るなど適正な

リサイクル社会の推進が必要です。

本市の7Km境は、恵まれているとはいえず、健全な水循環の確保のため、

適切な創{~持 管理!や水利用を心がけてい く 必要があります。

[ごみの資源化状況]

.本市のごみtJI'W状況は、ここ数年、全体として微増傾向にありますが、

大型ごみや有害ごみは減少の傾向にあります。

.ごみの資源化状況を見ると、 平成3年(1991年)環境清美事業部 (現環

境清美部)に、資源対策課を設置して、リサイ クルに向けた対策を始め

ています。また、平成 8:11;10月に厚生大臣から 「クリ ーンリサイ クルタ

ウン」の選定を受けています。

奈良市年度別ごみ搬入量の推移
( '1'.位 t)

家出用可燃 2訳出川不開 司~~佐川可燃 !1'll'WI不燃 大~~ごみ 布告ごみ ~ ¥tI' 

平成3'1匂 58.879.92 16.916.93 3 (j.062.2~ 6，075.53 10.557.31 192.99 128.68"92 

可l'成4!I1;: 58，689.42 16212.20 38，刊 5.29 5，691.12 9，187.75 173.03 128，658.81 

ード描5~~ 59.979.44 16.β62.64 37.474.72 4;叩1.61 10.611.63 204.42 129.231.46 

:;: 1! J&:6~1:: 曲 157.98 l包括5.63 '11.139.98 '1.853.02 11.237.87 194.44 133，ル18.92

平成7'1 60，988.88 16.472.96 45.886.98 5.798.30 7/139.22 87.67 136.67'1.01 

'I!.此8'ド 印刷3.63 17.146110 .17，437.93 5.559.93 3.598/1-1 5.52 136，691.85 

平成9'1 61.211.97 17.0抽.44 46.770.32 6.653.26 3，821.'12 3.17 138.'198.58 

令;n 425，851.2'1 116.215.20 293，177.46 拍 532.77 56，753.61 86 1.2~ ~)32 .39 1.55 

出典 ・事草概要 (幸良市環境，胃費量s)

資源回収実績
01'.1立 kg)

リサイタルモデル地E 叫l到官醐M収 小 中学校 公民自1時 tl槻l凶収j品 1m収拠点
'1"l1 総川収ht

査さ伽。空きぴん 古紙・ il;-布 指さfη s'tきf仔 il;紙'ilj布 宜品トレー

H3 8.017.0田 16.'100 2四泊;0 8，田12叩

H4 86229 9刷 I.Q(加 37A33 2232 192，755 9，359刷9

H5 291.772 10，717，0凶 30.517 1.502 186.210 11.230.曲 l

H6 :i7J.36D 13.125.日00 30，637 11.915 239.973 13.778.894 

H7 431.3011 14.918.凹D 2<1.356 10.凹8 277.525 4.4叩 15.665，683 

H8 岨6田5 16.465曲。 29.183 20.879 団2310 4，0:却 17.507A07 
晶晶晶一日... . • 

19_ 



-Fヨ庄司・E主事E羽面倒長陸部自由:j!i調印喧E現'j，.. 
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[水道の使用状況]

.本rlj'の1人当たりの水道使JfJ:l1tは横ばいから減少傾向であり、市民の節

水意識も高く、水資源を浪費している状況にはありません。

.本市は近畿地方の内|陸部にあたり、この地域の水資源賦存訟は全国平均

のが~ 3分の 2と少なく、また、生活用水の需要の大部分をinr川水に頼っ

ているのが現状です。

・平成 9年度(l997i!o!支)の水道普及率は97.8%となっています。また、

用途別有収水量を 1ヶ月 1戸当たりでみると、家庭用、公共j目などが減

少しています。

水道普及状況

lよトベT平成5年 平成6"1' 平成7!F 平成8年 平成9年

行 政 区 域内人口 (人) 357.604 358.985 362.136 363.560 364.357 

給水 区成内人 r) (人J(AJ 357.604 358.985 362.136 363.560 364.357 

給 水 人 仁) (人1(B) 348.694 350.182 353，358 354，845 356，464 

普及率(%)((B)/(A) x 1001 97.5 97.5 97.6 97.6 97.8 

1 1) ltt大 給 水 il( (m
3
) 171.660 169.680 172.810 171.020 173.490 

1 1，)平 均給水松 (m') 140.483 142，265 139.424 139.940 140.643 

1日 i人以大給水1J:(W 492 485 489 482 487 

111 1人平均給水川 (1;) 403 406 395 394 395 

公 称 施 設 能力 (m
J
/ 日) 223.200 223.200 223.200 223.200 223，200 

宵科奈良市



課題

庄司笥重ヨE現 E羽証tJ.郎有E祖師境杭直喧鞍1司書

[電気・ガスの使用状況]

・平成 8年度 (1996年度)の電気の消費量は約15位、3，200万kwh、ガスの消

費量;は約6，530万ln
3となっています。平成 2年 (1990年)の人仁l、電力消

費量、ガスの消費量をそれぞれ100として推移を見ると、電気、ガスがそ

れぞれ1.26俗、1.35倫と人口の1.04僚に対して大きなや11びを示しています。

電気 ・ガスの使用量及び人口の推移

(.!~ )&: 2 ~l i を 100としている)

140 

135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 
平成2 平成3 平成4 平成5 平成E 平成7 平成B

-+-ー人口 ----トー電力 一・ーガス

資料奈良市

o Iごみの最を減らす=資源の消費を抑える」といった省資源のための施策のさらなる

推進を図る必要があります。

03R (リデユース ・リユーズ・リサイクル)を考慮した、より適切なリサイクルシステ

ムの確立やエネルギーの適正利用を図る必要があります。

0水資源のさらなる有効利用を図るため、市民の有効利用意識の高揚と有効利用対策を

図る必要があります。
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庄 司喧窒- 錆i?J日mT'直賂 I諸国出現日留農事吉司

市民及び事業所
活動の現状と
特性・課題

k
l
 

民
一ケ

市

ンア

.m民及び事業所意識調査の回収率からは、環境に関する意識は多少低い

傾向にあります。しかし、回答者の70%を超える市民は、美化運動や学習

会への参加に前向きであることなど、 Tli民活動が活発な面もあります。

市民みんなが環境への意識を高め、積極的な参加を促していくことが重

要です。

-環境問題への対応について行政に望むこと〔環境教育や学習の充実を

望む声が大きし，)

「環境教育の充実」ゃ「環境政策の明確な方向付け」がそれぞれ50%

を超えた一方で、「市民団体への資金面での支援(15.2%)Jなどの声

は少ないという結果となりました。

環境問題への対応について行政に望むこと (注:複数回答)

件数 割 合

学校や社会での環境教育 ・学習を充実させる 608 56.4% 
開発事業に先立ち、環境保全に対する住民や専門家の意見聴取

484 44.9% 
の場を十分に設けた上で環境への配慮を行う

環境保全について情報提供を充実させる 424 39.3% 

環境に関する市民団体等の活動を資金面で支援する 164 15.2% 

美化運動等の実践活動の指滋者・リ-$f一等の養成 173 16.0% 

市の環境政策の明確な方向付け 573 53.2% 

条例等の整備 245 22.7% 

そのf也 12 1.1% 

-環境美化運動や学習会への参加について〔条件付きで意欲的〕

「参加しないが|淵1lllには賛成」と「開催に反対」など参加に消極的な人

を除いて、参加lに少しでも意欲的と見受けられる方は全体の70%を超

える結果となりました。

しかし、「内容によってはJ、「時間的、主Ei首的に余裕があればjと

の定、見が多く、様子見の傾向がうかがえます。

環境美化運動や学習会への参加について(注:複数回答)

件数 割 合

積極的に参加したい 90 8.3% 

内容によっては参加したい 414 38.4% 
時間的、生活的に余裕があれば参加したい 392 36.4% 
そんなに参加したいとは恩わないが催されることについては賛 251 23.3% 
成である

自分の住んでいる地域で催してほしくない 10 0.9% 

わからない 29 2.7% 

未回答 70 6.5% 

_ 22 



置言語~司・E司E缶百岨司E憲主設局泥沼J軍a署守司，.. 

《市民が日常生活で行っている環境への配慮行動》

主主三どと~C
維と忌百五石両司[

たまに興行している I~れか§実行するつもりである | 
わ か う 思い 11 来 固 答

81.5 
011;1.3 Gト.91114.31

19.9 ~ 5~叶
32.7 I 10.6|3.7| 11.7 B 

39.6 15.0 14.4 GJ 

回且副r:~~J~告書

ごみの分別収集に協力する

地域の資頑固収活動に協力する 57.8 

トイレットペーパーやティッシュペーパーは
再生紙のものを購入する

環境にやさしい商品 (工コマーヲ入り商品等)を
選んで購λする

36.6 

20.7 

E2・・民到底: . ~等慌・

盟
問
田
町
田

水道水を出しっぱなしにしない l n.6 I 14.3 

不要な照明 ・テレビをこまめに消す 67.4 23.0 

車の空ぶかしをしない | 66.5 ト。~
洗剤を節約して使う 52.3 24.9 

風呂の残り湯を有効利用する 42.9 23.5 

紙コ γプ紙製の皿等の使い捨て商品は
41.6 22.7 13.2 ~ 貿わないようにする

マイカ の利用は極力避吋、電車 ・パスの利用を
33.0 29.0 B 13.5 

心がける

省エネ型の電気製品を購入する 32.8 20.3 27.6 

風呂の追い焚きはしない 21.2 23.8 B 21.1 14.4 

買い物には買い物かごや袋を持参し、
I 9.6 

必要以上の包装は断わるようにする
18.0 37.4 18.0 

1日囚

日
11.9 囚

1 12.3 1 

ュE
E盟国伝言醤刷局場JIJ軍国益凪H!.mgjl

1由
回目

公図等の植物をむやみに業さ牢いようにする l 90.7 

行楽地でのごみは持ち帰る l 64.8 

庭やベランダ等で木や草を植える 64.6 

地域の清婦や美化 ・緑化運動に参加する 25.9 26.6 20.3 

家族や友人と環境について話し合ったりする 11.9 43.7 15.3 

地域の環境に閲する集ま りや館し合いに幸加する 15.5 26.7 11.5 

環境問題に関するシンポジウムに参加する |4.5| 16.5 23.3 15.0 

自然観察会や自然保諮運動に参加するド71 12.6 26.3 14.2 

0%  20% 40% 60% 

21.6 

12.9 15..13.17.
， 

1日|

B 17.7 

回 17.2 I 6.4 

34.1 

33.8 

35.9 

80% 100% 
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-闘賞三-割高刑事問団B也子~，.".;闘程調
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事業所

アンケー卜

-環境保全対策について行政に望むこと〔行政の明確な方向性の確立を

望む声が大きい〕

「環境基本音1-画の策定による行政の明確な方向性の確立 (58.2%)J 
を望む声が多く、それに統き、「技術の提供」、「技術開発への助成・

税の優遇措誼」が統いています。

環境保全対策について行政に望むこと(注 3つまで回答)

件数 割合

環境基本計画の策定による行政の明確な方向性の確立 107 58.2% 

環境に関連する技術的、法的な情報の事業者への提供 78 42.4% 
環境をァ マとした諮習会などの関川崖 44 23.9% 

環境保全活動への資金助成や場所の提供 70 38.0% 

環境保全のための技術開発への助成・税の優遇措置 77 41.8% 

望むことはない 6 3.3% 

わからない 14 7.6% 

そのイ也 3 1.6% 

宋回答 10 5.4% 

-地球環償保全のためにできる取り組み〔省工ネやリサイクルについて

の回答が多い〕

未回答や「わからない」といった回答はほとんどなく、何らかの形

で地球環境保全のために取り組めると考えている傾向がうかがえます。

特に、省エネ・省資源やリサイクルに関係するものについては、ほ

とんどの事業所で必姿性が認められています。

地球環境保全のためにできる取り組み (注 :複数回答)

件数 割合

省資源、省エネJレギーなどエネルギーを大切にする 153 83.2% 

再生紙の利用などの環境にやさしい用品類E使用とリサイウルを進出る 130 70.7% 

電気自動車などの低公害事を道入する 52 28.3% 

開発事業などの実施にあたっては、自然環境の保全を優先する 53 28.8% 

7口ン使用削減や代替フロンなどの措置によってオゾン層在確保する 46 25.0% 

熱帯材の有効使用、代替、使用削減等を図るなど熱帯林の保全を進出る 32 17.4% 
海外進出などにあたっては、環境への配慮を事前に行う 11 6.0% 

シンポシ、ウム等への協賛 日 4.3% 

環境保全のための技術協力 15 8.2% 

NGO、NPOへの技術的・経済的援助 B 4.3% 

わからない 6 3.3% 

その他 1 0.5% 

未回答 8 4.3% 



庄司~司・E詞E羽・1('，"司i者E抱蝿!f~i沼恒鞍調司

《企業が日常生活で行っている環境への配慮行動》

E2・・!-".... 主E窃J;'i・.. 且ι~~~J園
実施している l| 織的中である

11 
行って拡い

46.1 10.9 28.3 

58.1 ~ 

再生紙の利用 l
コピ紙の再利用

廃棄物の分別回収による再資源化

廃棄物の減量化

48.9 ~ 25.5 

52.7 13.0 

廃棄物となった製品や容器等の回収 33.2 12.5 33.2 

照明や水道の節約 76.6 

冷暖房温度の翻節 77.2 

E司君E也姐剖阪t恒tiIJii!~司(~.

地下水取水量の低減 l8.0 |4.9| 64.1 

雨水の再利用などの水の有効利用 ド3t81 69.6 

太陽熱主どの自然エネルギーの利用 ド44.9| 69.0 

フロン使用の抑制 ・廃止 |削 o 55.4 

二酸化炭素の排出削減 |8.7 |日 56.0 

有害物質の使用問l胤 | 26.6 42.5 

共同輸送による合理化 | 14.7 |日 | 53.8 

低公害車の積極的採用 |4.9| 川 l 61.4 

自動車の制周をできるだけひかえる | 22.3 '9，0 45.1 

置員自時祖国E忽指首主主草書

敷地内・屋上等の緑化| 43.4 33.2 

景観 ・環境に配慮した建築物| 32.6 10.9 35.3 

環視技術の開発 |2トm 59.7 

環焼にやさ しい製品開発 ・販売 | 11.4 13.6 52.2 

環境にやさしい製品の使用の励行| 23.4 18.5 39.6 

。% 20%  40%  60% 

課題

O市民の参加l意識の高揚と受け皿づくりが必要です。

O環境教育、環境学習の充実、環境情報の収集・提供が必要です。

O市民、事業者、観光客等の環境保全活動への支援が必要です。

1 [禾 回 答

14.7 

23.4 

17.4 

19，6 14.7 

21.1 

1 7.6 1 7.6 1 82 

~ 

25.0 

22.3 

22.3 

23.9 

25.5 

21.7 

22.3 

担 3

13.6 

16.3 

21.2 

26.1 

22.8 

18.5 

日日% 100% 
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-Ië;l"~ョ・E詞E羽市崎信事長制邸主曜日置E書事告E

地球環境問題
に対する

現況と課題

課 題

地球環境問題は多岐にわたり、また人誕百存続の基般にかかわる大変重要

な問題です。その解決には、一人ひとり 、そして地域からの行動及び協力

が最も重要です。

[地球温暖化の問題]

・二酸化炭素やメタンなと守のiifi室効果ガスによって地球の市iU暖化が進んで

おり、干ばつや洪水などの異常気象や海部の上昇の問題などが生じてき

ています。世界レベルでの二酸化炭素の削減が問題となっています。

[酸性雨の問題]

・森林や湖沼への影響など、自然や動植物への影響が懸念されています。

奈良市でiJ!lJ定された敵性雨は国内の平均的な水準ですが、 他地域の大気

汚染の状況にも影響されることから、木市のみならず広域的な対応が必

~となっています。

・奈良市では、平成元年 (1989年) 4月から酸性雨のiJllJ定を行っています。

平成 9年度奈良市環境検査センタ ーで測定した結果は、降雨水の年間平

均値はpH4.7で例年とほぼ同じ値であり、環境庁の第 3次酸性雨対策調査

0993-1997) 1:1:1間報告のpH4.8-4.9と同程度となっています。

[その他地球レベルでの問題]

.熱'HY雨林の減少の問題 '日本が熱'Hi木材の有数の輸入国であり 、建設や

建築資材として多く使用しています。奈良市においても無縁ではなく 、

パルプとしての使用も控える必要があります。

・その他 オゾン層破壊、海洋汚染など多岐にわたる問題があります。

奈良市の酸性雨の経年変化
pH6 

5_0 

4.7 4.7 、、、 4.7 4.7 
4.8 4.8 4.9 4.9 

4.5 

4 

3.5 

3 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成B 平成9

出臭事良市町理jl!(平成10年版}

。地球温暖化の防止、オゾン層保護等に向けた行部J及び協力が必要で、す。

O自然エネルギ一等の積極的利用が必要です。
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地域別の環境
の特性・課題

-闘賞三ヨE主連E当日再現脹齢砂也王者団喧鞍耕三彊

「奈良市新総合計画第21Ul恭本語|画jの地域構成に準拠して、下図に示

すように市減を5地域に区分し、各地域毎に、先に示 した歴史環境、 I~I 然環境、

都市環境、生活環境、資源の循環的な利用等に関する4寺住j:.課題を時まえ、

特に霊視すべき環境の特性と繰越を経理liします。

地域区分図

東部ゾーン

中央市街地ゾーン

中部ゾーン

南部ゾン
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Ef弄鑓宣車E司王羽百回団長IM"m~;日軍昌喜自民主，-.

課題

(1)東部ゾーン

[特性]

春日 山から東の大手日高原へ速なる このゾーンは、 全域が市街化司目撃区域

であり、市城のlやでも緑豊かな自然が最も大きく広がる地域で、その':1'に

凹凶環境や多くの歴史的 ・文化資源、が点在しているのが特徴です。

また、本市の中心となる市街地に隣接しながらも風致地区等で保全され

ているため、歴史的 ・文化的資源とも調和し、良好な自然環境が保たれて

いますが、 一部地域は、土石採取場やゴルフ場となっています。さらに地

域の人口の減少や高齢化など地域活動の低下の問題もみられます。

地域の北部は、初'11生を':1"心とする歴史的な環境、棚田(坐111)との集落

の景観、河川、渓流、ダムなどの水辺空間に恵まれ、特徴ある環境を有し

ています。

地域の南部は大和茶の主産地でもあり、優れた茶却11やtr:ミ務の景観が見ら

れます。

また、広大な森林地域が貴重な水資源、のi函連主機能を有しており、淀川水

系に属しています。

。設かな自然環境を守り育てていくために、農林業の振興に向けた基盤の整備や就労の

;場のイ佐保など、自然環境と制和した健全な土地利用を図る必要があります。

0本地域の大部分を占める自然は、大和青垣を形成する貴重な自然環境であり、また、

水資源、i函養地としても重要で、あることから、その保全を図る必要があります。

O回畑、茶畑、集落などの田園環境は、周囲の自然環境との中に溶け込み、良好な回国

景観を形成していることから田図環境の保全整備を図る必要があります。

0全域が市街化調整区域として保全され、歴史的・文化的資源とも調和した奈良独自の

録観を倉Ij出しているため、その保全継承を図る必要があります。

0本市はもちろん周辺自治体にと っても重要な水道水源地で、あることから、その保全を

図る必要があります。
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課題

-Fヨ省主圏E現E羽j'[~尚昆世ヨ加1子脱却宙E聖書官彊

( 2 )中央市街地ゾーン

[特性]

古くから本市の中心となってきたところであり、春日山を含む奈良公園

一帯から近鉄新大宮駅周辺の市街地におよぶ地域となります。

本地域は、平城京の外京及び左京にあたる区域であり、東大寺、 w禍寺

などの|止界的な歴史的文化起tilEが数多く分布しています。

本地域の市街地北ffllJには佐保山丘陵、東側lには春日山原始林、御蓋山、

奈良公園の自然が広がっています。

特に奈良公匪|は)庄がいることや都市公図と雄大な自然公図を併せた特質

を持っています。

その一方で、本地域は本市の核をなす地域であり、多機な都市機能の集

積とともに、世界的な観光地であることから、交通渋滞の問題も生じてい

ます。

このように本地域は、県有[1の中心市街地でありながら世界池遊に代表さ

れる歴史的文化逃産とそれらと一体となった自然環境にも窓まれていると

いう特徴があります。

。 世界遺産をはじめとする歴史的文化逃産の保全を、市民、事業者及び観光客等の協力

や草年発も含め、推進する必要があります。

O奈良町をはじめとする歴史的なまちなみや伝統文化が、市民の生活に板ざして受け継

がれてきていることから、その歴史的な環境を保全、継承する必要があります。

O県都としての多様な都市機能の集積や、世界的な観光地であることから交通渋滞等の

問題があります。そのため、道路、公共交通網、歩行者対策などの総合的な交通体系

整備を図る必要があります。

01残したい日本の音風景100選」にも選ばれた東大寺、興福寺の鐙の音等良好な音風景

の保全・活用を図る必要があります。

0市街地及び市街地周辺の集務地域などにおける居住者の視点に立って、身近な公園や

水辺の環境整備など暮らしやすい快適な都市環境の改善を図る必要があります。
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-Eヨ量三- 五遺言羽耳切日出ヨMlJm世間留展望司彊

( 3 )南部ゾーン

[特性1

1:1"央市街地ゾーンの商に位置し、大和郡山rli・天理市と;境界を抜ーする地

域です。奈良企地の東側の山ろくに沿って通る日本最古の幹線道路である 「山

辺のみち」が南北に走り、古社寺や弥生時代に村落ができたといわれる窪

之庄集落がある等古代からの歴史をもっ地域です。

fl11辺のみち」から京都は山地苦11が広がり、古社寺を中心として集落が

分布し自然と歴史につつまれた特徴ある環境を形成しています。西部は、

術I~平市街地や農村集落が中心となった凹図地帯をを形成しています。

山地昔日から平J也部にかけて土地利用やその景観が変化し、111地、農地、

住宅地のほか、市内唯一の工業市街地が形成されており、平地部では用途

の混在もみられます。

課題

。平地部に広がっている帯解市街地や農村集落など、良好な住環境の整備を図る必要が

あります。

01山辺のみち」 を中心とした東部の山ろく 地域は、緩やかな地形の中に農業集落・農

地が展開し、古の趣きを感じさせる自然風土の景観を創出していることから、 その田

園環境と自然景観の保全 ・育成を図る 必要があります。

0工業地減においては、引き続き公害の未然防止に努めるとと もに、計画的な土地利用

の推進を図る等、用途の混在や周辺の環境整備に配慮する必要があります。

O地蔵院川や広大池等、本地域のi聞いある水辺空間を保全 ・活用する必要があります。

_ 30 



課題

-F語~司・E詞E当日証m暁住調崎県;;理喧E害指彊

( 4 )中部ゾーン

[特性]

平城宮跡を中心として南北に広がるゾーンであり、平城宮跡周辺は、関

西文化学術研究都市整備構想において「文化学術研究地区」に位置付けら

れています。

平城宮跡の後背地である奈良山丘陵の緑は、平城宮跡の貴重な借景とな

っており、そのふもとには世界的な歴史的文化遺産が数多 く点在しています。

朱雀大路跡地周辺一新は、田園地帯として奈良西北部の新市街地と東部

の中央市街地の問の貴重なオープンスペースとなっています。

また、本地域の南西部、西ノ京地区は、世界的な歴史的文化遺産である

唐招堤寺、薬師寺が立地し、その周辺には旧集落が形成されています。

本地域を束西に横切り現在奈良のメインストリートとなっている大宮通

りと国道24号との交点は、広域から訪れる人々にとって木市の玄関口とな

っています。

。平城宮跡、朱雀大路跡等の復元整備により、歴史的環境の保全を図る必要があります。

O奈良山丘陵や西ノ京地区などの歴史的な環境と自然が一体となって形成されている良

好な環境と景観の保全 ・育成を図る必要があります。

0秋篠川等の河川の水質改善と水辺環境の保全整備を図る必要があります。

31. 



-匡語笥三軍E主事I幸福砲組長~坦Jl'Æ.辺温E聖書A宮E

課題

(5)西北部ゾーン

[特性l

平城ニュータウンを中心とした北部と西大寺から以西の西部地域を一つ

のゾーンと した地域です。本地域は、大阪近郊の住宅地として、H自利30年

代の西部地域の住宅開発以降急速に都市化した地域です。

地域の大部分は言j-ii!ii的な大規模開発によ って、良好な住宅地を形成して

います。

。矢田丘陵をはじめとする緑豊かな自然環境と 良好な住宅地景観の保全 ・育成を図る必

要があります。

0郊外住宅地として計画的な開発が行なわれ、良好な居住環境が保全されているところ

も多 く、引き続きその保全を図る必要があります。

0公共交通網の整備充実等により、交通集中を抑制し、歩行者にと って安全で快適な歩

行者空間の整備を図る必要があります。

O緑空間や水辺のアメニティ確保など、身近な快適空間の創造 ・再生を図る必要があり

ます。
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-匡謹CI:，o=-蚕豪語司1J11r，室長唱圃剛情話晶司

奈良市の望ましい環境像

歴史と自然を大切にする環境にやさしいまちづくり

世界的文化遺産と歴史

および豊かな自然が調和した都市・奈良

く歴史環境>

1.歴史と文化を守り育むまち

<自然環境>

2 .自然や生き物を大切にするまち

<快適環境>

3.安全で快適な都市環境をつくるまち

<生活環境>

4.健康に暮らせる生活環境を守るまち

<循環型社会>

5 .資源の循環的利用を図るまち

<参加>

6 .すべての主体策の参加と連携を図るまち

く地球環境・国際的取り組み>

7 .地球環境を考えて、世界の人々と手を結ぶまち

※主体とは、市民、 事業者、観光客等、市 (行政)を指します。
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私たち奈良市民は、古都としての歴史と文化の豊かさと、自然が持つ奈

良独自のうるおいと安らぎに恵まれて生活してきました。

21世紀を見通した奈良市の将来を展望するとき、市民のみならず、奈良

を訪れるすべての人が、この些かな歴史と自然がもたらす恵みに、より深

く接することができる社会を築くことが大切です。

また、この些かな恵みを守り、育て、より豊かなものとして将来の世代

に継承していくこととします。

そこで、奈良市は、

A
一必理の画
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点
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U

基境環
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歴史的文化迂lili'fを保存 ・活用すると同11寺に、良好な自然環境を維持する

ため、市民・事業者 ・観光客等 ・行政がともに環境保全に参加し、世界の

都市や人々と手を結びながら、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

社会をつくり、 rli民の生活にうるおいとやすらぎが満ち、r!i民の安全かっ

健康で文化的な生活が確保されるまちとなることを目指します。

以上のことかう、

世界的文化遺産と歴史および

豊かな自然が調和した都市・奈良

像境

れ

環

F

を

い

乱

し
都

ま

と

望
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望ましい環境像をより具体化した目標として、次の 7つの基本目標を掲

げその連携と調和を目指していきます。

また、基本回線は、次主主の施策体系における各施策をまとめる基本的な

方向性を示すものです。

歴史環境の保全目標

1.歴史と文化を守り育むまち

自然環境の保全目標

2 .自然や生き物を大切にするまち

快適環境の保全・創造の目標

3 .安全で‘快適な都市環境をつくるまち

生活環境の保全の目標

4 .健康に暮らせる生活環境を守るまち

循環型社会の保全・創造の目標

5. 資源の循環的利用を図るまち

参加への推進の目標

6 .すべての主体の参加と連携を図るまち

地球環境の保全の目標

7 .地球環境を考えて、世界の人々と手を結ぶまち



-E語軍軍司・E司E羽田植直事司圃・il<iI損保彊

1 歴史と文化を守り育むまち E 
本市は、 727都奈良として多様な文化を培い、数多くの歴史的文化遺産を

有し、それらがiltかな自然と一体となって奈良らしさを醸し出しています。

夜、たちは、この貴重な奈良らしさをより高めていくために、歴史文化に

ふれあえる環境を保全しながら、遺産を守る技刊号や歴史的文化巡産iこつつ

まれたうるおいある暮らしゃ楽しさを、世界にb「- a 

を目指します。

2 自然や生き物を大切にするまち E 
自然は、大切な水をi函養 .i争化し、大気をも浄化するなど重要な機能を

持っています。また、多様な野生生物の生息、生育の場なあD、私たちに

ゆとりや安らぎを与えてくれるかけがえのないものです。

私たちは、この自然や野生生物を大切にするとともに、歴史的文化逃産

を包み込むのにふさわしい良好な自然を維持 ・創造し、自然と人間jとの割

和がとれたまちを目指します。

3 安全で快適な都市麟をつくるまち 1 
本市の歴史的 ・自然的特性に配慮した都市長飢の形成や、身近な織や親

水空間づくりを心がけ、こどもからお年寄り、住む人から訪れる人、すべ

ての人々が安心して、うるおいある快適な生活を営むことができるまちを

目指します。

4 健康に暮5せる生活関寛を守るまち E 
大気の汚染 ・水質の汚濁 ・土壌の汚染・騒音 ・振動・地盤沈下・怒臭及び

有害化学物質等により、現在及び将来の市民の健康や生活環境に被答が生

じることを防止し、健康で文化的な生活を維持していく ことができるまち

を目指します。
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.資源の循環的利用を図るまち E 
大量生産、大量消費、大量廃棄という社会経済活動や生活犠式が、環境

に対して大きな;;出物 (負荷)を及ぼしています。

このような社会経済活動や生活様式を見直し、 “廃棄物の発生の抑市IJ、

再利用、再生可能な資源、の回収 ・利用"が促進された適正なJサイクル社会

をつくるとともに、|浪りある資源エネルギーの効率的利用!f-<-林 陽光をは

じめとする自然エネルギ一等の積極的利用を医lり、環境に負荷の少なふ循

環型のまちを目指します。

|6 すべての主体の参加と連携を図るまち E 
環境問題の解決は、すべての主体がそれぞれの立場と役割で、自主的か

盛り上がっていくまちを目指します。

7 地球環境を考えて、世界の人々と手を結ぶまち E 

_ 38 

私たちは、地球環筑の大きな恵みに支えられて、健康で文化的な生活を

営むことができます。今この人類存続の基盤である地球環境が損なわれつ

つあることが、世界共通の認識となっています。

私たちは、地球環境の大切さを知り、世界の都市や〆β古れて、健

全な地球環境を守っていくまちを目指します。



各 主 体 の
基本的役割

-闘唾重量E溺亘扇耐濯場事目白1回調民軍

市民・事業者・観光客等 ・市は、様々な社会経済活動の中で、それぞれ

が環境の保全と創造に関して担うべき役割及び環境の保全と創造に関する

行動の意義を理解して、それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下で自

主的積極的に行動していく必要があります。

¥ 

¥ 

-市民の役割・

0環境の保全をはかるために、日常生活にともなう環境への負荷の低

i正に努めます。

OJ.設境の保全と創造に努めるとともに、市が実施する環境施策に協力

します。

-事業者の役割・

0事業活動を行うにあたっては、製造 ・販売 ・消費・廃棄に至るあら

ゆる段階において、環境への負荷を低減するため、積極的に取り組

みます。

0環境の保全と創造に努めるとともに、市が実施する環境施策に協力

します。

-観光客等の役割・

0務t~~の保全をはかるために、観光等にともなう環境への負荷の低減

に努めます。

O~UJiの保全と創造に妻子めるとともに、r!ïが実施する環境施策に協力

します。
ノ

-市の役割園

O環境の保全と創造に関する図の施策に準じた施策、ならびに本市の

自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、実施

します。

Orl1の施策を策定し、実施するにあたっては、環境への負荷を低減す

るイ也、環境の保全と創造に努めます。

0市 (行政)としての立場から、広い視野のもとに市民・ 事業者・観

光客等の取り組みを先導し、支援する施策を推進し、市自らが事業

者であり、消費者であるという立場からの取り組みもあわせて進め

ます。
ノ
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環境を保全・創造するための施策

21世紀半ばを見据えた、奈良市の望ましい環境像「世界的文化遺産と歴

史および些かな自然が調和した都市・奈良」の実現に向けて、環境を保全 ・

創造するための施策を歴史環境 ・自然環境 ・快適環境 ・生活環境 ・資iJ，ij(、の

[基 本 目 標] [基本方 向]

①豊かな自然を保全・創造しよう

②生物の鰍な生息・生育環境を保全白u造しよう 一一

①安全で心豊かなまちをつくろう

②美しいまちをつくろう

③水と緑のうるおいあるまちをつくろう

①さわやかな大気と静けさを守ろう

②清らかな水を確保し大切にしよう

③化学物質による環境汚染を防ごう

①資源を大切にし、ごみを減らそう

②水の有効利用を進めよう

③エネルギーの適正利用を進めよう

①環境教育と環境学習を進めよう

②自分たちの役割の下、進んで行動しよう一一

①地球環境を考えて環境保全活動を進めよう

②世界の人々とともに取り組もう



E2辺監司・E直接寄告書E苦器量園出リ『芭.，~踊E草加直T最古.

循環的な利用・参加・ 地球環境の 7つの基本日秒、にそって総合的に体系化して整理IIします。 17の「基

本方向」と、それらを実現するための具体的な「基本施策」を整理します。

[基 本 施 策]

.1醍史的文化泊肢の保能 -歴史景観の保全 -伝統文化・技術の保全と発信 .m境にやさしい制光の推進

.m'史資源を活かし、ふれあい楽しむまちづくり

.森林、民地、水辺における自然環境の保全と創造 ・すぐれた自然1;trolの保全と創造 ・聡史環境保全との有機的辿lj~の椛保

寸 ・多山物の1M全

.安全にすごせるまちづくり -快適に詐らせるまちづくり -歩いて楽しいまちづくり

ーイ・都市川
.身近な級や公|羽、 111や池の水辺捻備のjm進

:
-
，d
-
-

m本

一一

五

!
;
 

の

二

保

抽出

=

の

環

二

境

気

一
一
環

大

一
一
水

背環境等の保全

多械な化学物質による他成へのijiJ物の防止 土l唆環境の保全

廃禁物の先生抑制 適正なリサイク Jレの推進 廃司王物のi直正な処理

寸布効山

-後a1l'iからf止界へIfiJけた率先行動の推進 -世界の'lf1i1!i、世界の人々との協力 ・述書jの推進

エネルギーの有効利用 自然エネルギ-~;の利則

-環境教育と環境学溜の充実 ・環境情報の収集 ・拠供

.市民引業者 ・制光客等の環境保全活動への文銀

-地球環境保全行動のjftilli -地球にやさしい諮らしのj(l巡
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1 .奈良らしい歴史・文化を大切にしよう

古都奈良としての歴史の歩みの1=1=1で、世界逃産に代表される数多くの歴

史迂ì~や文化が受け継がれてきました。 これらと恵まれた自然が一体とな

って隙し出している貴重な奈良らしさを鎖なうことなく守り、次の世代へ

と継承していく必要があります。このため大和育題国定公図、奈良公図、

矢田自然公園などに代表されるiまかな自然、と歴史的文化遺産が融合した景

観の保全、先人迷が培ってきた伝統文化やi'J:重な文化財の保談、さらには

国際文化観光都市として図の内外へ広く伝えていくべき環境にやさしい観

光の推進を施策の基本とします。

E盟理
-歴史的文化遺産の保護

①世界遺産等の保談と啓発

.tu:界遺産の周辺において、パス釆務員待機所設置等を併せアイドリ

ング ・ストップの実行を図ります。

-啓発活動と PRを行います。

②文化財の指定と保設

. [Ij'指定文化財の指定、指定文化財保護のための布IiWJを行います。

③歴史的風土の保存

-古都保存区域など、古都保存法により歴史的風土を保存します。

④関係機関との調整

-埋蔵文化財 ・逃跡、の保全に伴い道路・河川・水道ガス等の関係機関と

の調整を図ります。

-歴史的景観の保全

①伝統的な建築物等の保存、 {I基景整備の推進

- 奈良町都市景観形成恭準及び修理・修景基準に基づき/lQ'~tみ保全整

備を図ります。

②古都における良好な歴史的風土保全のための規制・誘導

・歴史的風土保存区域、}!iil致地区、奈良市都市荻1m条例等のI1制度の活

用により良好な歴史的風土の保全を図ります。

-歴史的価値のある建築物の指定、保存を推進します。

-古者[1の景観に配慮した公共建築物の建設・整備を行います。

-奈良らしい風景の発掬!と PRを行い、保全意識の啓発を行います。



-伝統文化・ 技術の保全と発信

①伝統工芸工房館の設立

-伝統工芸の発信基地として(仮称)ならまち工芸工房館を設立し、

伝統文化技術の保全と発信に笥与今します。

②文化財総合機構などの設置

-平城宮跡地において文化財研究に関する世界的センターとして「国

立文化財総合機桃」などの誘致を図り、総合研究、修復研究及び情

報発信等を進めていきます。

③人材育成、 交流

-後継者育成セミナー、各種研修事業の実施、興業種交流や商人塾の

充実を図ります。

-情報力等の経営資源を活用する能力を持つ人材を育成し、伝統文化

技術の保全と発信にf寄与します0

・奈良市1:1"小企業人材助成制度の活用を図り、人材育成を進めます。

④地場産業の活性化

-伝統工芸・地場産業の地域特性、独自性を活かしたf活性化施策を展開

します。

.環境にやさ しい観光の推進

①マイカ一利用抑制

. lj設境定期券の導入を検討するなどマイカー采り入れ抑制の推進を図

ります。

-シャトルパス、コミュニティ観光パス等による公共交通機関の利用

促進を図ります。

②歩いて観光できる施策の整備等

-歩いて泊まれる宿泊施設の案内や、マ ップの作成、拝観 土産利用

セット書IJ引チケ ット等総合割引制度等の施策の展開を図ります。
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|4.2.1 歴史と刻じを守口育むまち | 
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2.歴史資源をまちづくりに活かそう

平城京としての数々の遺産や文化財、そして古都として育まれてきた文

化や習慣、それらすべてが奈良市の質量な歴史資源であり、その坐富さは

他に類をみないものとなっています。それらの資源のひとつひとつには、

古来からの人の営みや自然との調和の方法がうつし出されています。これ

らを市民の日常の生活や事業活動、まちづくりに取り入れることができれば、

本市の特性を生かした環境にやさしい生活や事業活動そしてまちづくりに

つながっていきます。したがって、これらの貴丞な歴史資源を活かし市民

が身近にふれあい、楽しめることを施策の基本とします。

E冨彊
.歴史資源を活かし、 ふれあい、楽しむまちっくり

①歴史資源とふれあう観光の振興

・歴史資源のネ ットワーク化による新しい観光ルー トなどを検討します0

.歴史資源となる建築物の買収 ・修復を進めます。

歴史資源を活かした名所のあるまちづくりを進めます。

-総合案内システム、観光案内人ボランテイア制度の充実を図ります0

.歴史資源情報システムの推進を図ります。

-大極般の復元整備等古代都城文化を体験的に理解できる場づくりの

推進を図ります。

②ふれあえる場の盤制|i

-歴史博物館建設事業の推進を図ります。

-重要な史跡の獲備として、史跡う|ミ雀大路跡の復元整備等を行います。

③参加への支援

・歴史教室、カルチャーセミナ一等生涯学習へのカリキュラム化を行

います。



本市の恵まれた自然環境と涯史遺産がみごとに調和することによって貴

重な奈良らしさが創り出されています。野生生物もその些かな自然環境を

生育空間として微妙な生態系のバランスを保ちながら自然や人とのふれあ

いを保ってきました。しかし近年の宅地開発や市民の生活圏域の拡大は、

自然や野生生物の減少を招き、身近にふれあう場や機会も失われつつあり

ます。

今ある自然をできる|浪り保全し、減少したり失われた自然のl回復や再生

を図るとともに、身近に自然や野生生物とふれあう場や機会を礁保するこ

とを基本方向として示します。

1)豊かな自然を保全・創造しよう | 

[基本施策1
・森林、農地、水辺における自然環境の保全と創造

・すぐれた自然景観の保全と創造

・歴史環境保全との有機的連携の確保

2)生物の多様な生息・生育環境を保全・創造しよう一一 」

[基本施策]

-圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田園・-ー唱E・冒ーー哩?戸・Fーデー・ー宣~可r-ーー『・・r-ー「置F司・圃置置「ー-ーー唱・司「τ--冒圏E圃圃・園田園置47_ 
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I市民としての行動]

-lElWAや野生生物に関心を持ち、余暇活動では積極的にふれあう等、

迎仰を深めます。

-草木を傷つけたり、持ち帰ったりしません0

.緑化活動へ初級的に参加lします。

. !1fT'生生物の不安な捕獲や生息場所を乱したり、 ffL筈を加えるなど

の行動はしません。

-自然や野生生物の保護活動への参加・ 協力に努めます。

[事業者としての行動]

-開発や事業活動において、自然の保設や再生 ・創造、野生生物な

どの生育空間の保設-再生 ・創造などできる限り自然環境の保全

に努めます。

・緑化や野生生物保談について、技術の提供など協力 ・支援します0

.地主主における自然環境の保全活動への参加 ・協力・支援に努めます。

[観光客等としての行動]

-自然や野生生物を傷つけたり 、採取、捕狼等の行為をつつしみ、

ふれあいを大切にします。

-自然や野生生物の保護に協力します。

む 私



E言語E司園長望感号;~古語温置副闘~.. .."届I~"TI.I)即日匝白圃

|4.2.2 自然や生き物在大切にするまち | 

l豊かな自然を保全 ・創造しよう

j京生的な自然の保全と活用はもとより、野生生物の生育空間、四季を彩

る自然風景、希少性から見て優れた自然景観を保全し、再生・創造する施策

を基本とします。これとあわせて歴史環境の保全施策との有機的述抗を確

保する施策も基本とします。

lIi&置
-森林、農地、水辺における自然環境の保全と創造

①森林や良地、水辺なとの保全

-森林の持つ多様な機能を保全するため、間伐や林道網の整備を図り、

健全な森林の保全に努めます。

-分収造林、造林事業等により山林の保全を図ります。

-保設樹木、保護樹林の指定により森林の保全をI:ii!ります0

.民有林保存への優遇措置を図ります。

-未利用耕地の活性化を図ります。

・ため池等はできるl限り保全するとととし、開発に伴う埋め立て等に

ついては、十分な事前協議と対策の強化を図ります。

・生物の生息・生育に配慮した河川整備の推進を図ります。

②市民の自然環境保全に関する取り組みの支援

-農業体験、交流を通じた自然環境保全意識の啓発を図ります。

自然保護教育・学習の推進を図ります。

「ふるさとの川づくり」ゃ河川愛設の迎f仰を得るための広報活動を

行います0

・Tli民や市民グループの協力を得た草刈や良作業、 111林の保全管理な

どの剤f~持管理の仕組みづくりを行います。

-森林における環境教育の実践や環境教育ボランテイアの育成を行い

ます。

③農林産業の振興を通じた自然環境の保全

-環境保全機能の維持・再生のための農業的支援等の充実を図ります0

・森林整備計画の強化や林道整備事業(舗装整備)の推進を図ります。

森林組合活性化事業を推進します0

.観光産業との連携による農業の活性化を図ります。

-地域林業形成促進事業などにより林産資源の健全な育成を図ります0

・流域森林総合整備事業の展開により、健全な森林の育成を図ります。
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.すぐれた自然景観の保全と創造

①都市 ・地域景観の保全と形成

. 1長村集落景観の保全や農地の良好な整備など地域景観に配慮した基

盤の捻備を行います。

-自然の音、風景、奈良らしさなど、自然、百選の選定を検討します。

-歴史環境保全との有機的連携の確保

①歴史資跡、と一体となった自然環境 ・強;観の保全

・文化観光保存地区を指定することによって、文化観光資源 ・施設と

一体となった自然環境や崇観の保全を図ります。

-歴史的風土保存区域及び風致地区内の定、まれた自然を守るため、緑

地環境の保全を図ります。

， 、



EZ翠i:"~団長幸司書E苦亘書置訓配当面胃腸白砂州議ヨ

|4.2.2 自然や生昔物を大切にするまち | 

2.生物の多様な生息・生育環境を保全・創造しよう

本市の]iilまれた自然は、野生生物の生息 gミ育の;坊でもあり、春日山原始

林や奈良公園には、:¥.'1:重な昆虫も存在しています。これらの生息・生育環境

を保全していくことはもちろんのこと、身近な環境においても多様な動植

物が生育していけるような空間を確保していくことを施策の基本とします。

E富司
-多様な動植物の保全

①保全体制の推進

-動植物保設のための、自然環境担当の組織づくりを検討します。

②生き物の身近な生息Zlitstづくり

-公園や緑地について野鳥や昆虫などの生息に過した環境の保全を図

ります。

-生け垣等民有地における緑化を推進するなどによって、野鳥や見虫

などの生息環境の維保に努めます。

-森林、農地、水辺、公闘のピオトープ化及びネットワーク化を図り

ます。

-在来の動植物の生息 ・生育に資する緑化、源地等の水環境の保全及

び創造を図ります。

③市民の生態系保全にl刻する取り組みの支援

・リバーウォッチング、自然観察会などの開催により動植物への保設

意識の啓発を推進します。

・ベット等の野性化による在来種・希少稜への被害を防止します。

・河川ji541FIMl放流、イベント開催などを支援します。

④野生動植物の保税

-里地、里111、交流ファームの設置など、野生動植物の保設と意識の

啓発を進めます。
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! 3 安全で快適な都市環境をつくるまち

子供からお年寄りまで、すべての人が安心できる都市基盤づくりの推進

など市民生活の安全を最優先とします。その上で古都奈良の魅力ある美し

い都市環境を保全し、うるおいや安らぎが感じられる身近な水と緑を創造

することによって、快適な日々の暮らしゃ営みが将来にわたりつづけてい

けることを基本方向として示します。

| ill安全で心豊かなまちをつくろう |目

[基本施策1
.安全にすごせるまちづくり

・快適に暮らせるまちづくり

.歩いて楽しいまちづくり

I~l 美しいまちをつくろう |目

{基本施策1

・都市景観の保全

l3)水と緑のうるおいあるまちをつくろう |目

[基本施策1
.身近な緑や公園、川や池の水辺整備の推進



I市民としての行動]

-E辺Eヨ・持u請書院Eヨ園ヨl住韮E宿直 咽瑚.1ir量百園

|4.2.3安全で快適拡都市醐をつくるまち | 

-家庭での防災に努めるとともに地域の防災活動への積極的な参加

や|坊犯に努めます。

・ポイ捨てや不法投楽の防止に努め、地域の美化運動に積極的に参

加します。

-自転車の放置や迷惑駐車をやめて、快適なまちづくりに協力します0

・姥やベランダ、屋上等の緑化や花づくりに努めます。

-水辺や公図書事ふれあいの場に親しみ ・活かすとともに、維持・管

理に協力します。

[事業者としての行動1
-安全を優先した事業活動に努めます。

-工場や事業場敷地での緑化に努めます。

・建築デザイン、看板設ii1等者11市の景観に配慮した事業活動を行い

ます。

-自動販売機には回収容器を設置するなどポイ捨て防止や不法投楽

防止に努めます。

-研修や啓発、美化活動の笑践に努めます。

[観光客等としての行動]

- 施設利用に関して、五~日Ifj絡の確認など自らの防災に努めます。

-水辺や公園等の環境にやさしい利用に努め、維持管理に協力します0

・ごみの持ち帰り、またお|出する場合には分別してまちの美化に協

力します。
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1 .安全で心豊かなまちをつくろう

安全は、市民生活にとって最も基本的であり 21135な~素です。 市民生活

や事業活動を支える道路や公図等の公共施設の整備を|室内、住宅やピルの

安全性を碓保することによって、火災地震・水害等の災害に備えたまちづ

くりを目指します。その上ですべての人が安心して快適に暮らし、歩くこ

とが楽しくなる都市環境を実現する施策を基本とします。

E富司
-安全にすごせるまちっくり

①防災性の高い者11市強制ijの推進

-多様化する自然災害、人為的災害の発生の未然防止に努めます。

-災害に強い者11市梢造の形成、防災性向上のための糠幹的な公共施設

の強制iI、ライフラインの強化を進めます。

-公共公縫施設、住宅等の耐震性の向上を進めるとともに、災害に強

い安全な住まいづくりを推進します。

-避難地、避航路など避難ネ ットワークの捻備及び防災機能を有する

公図の整備を図ります。

-緑地や農地の言|匝i的保全、者11市公図の整{iliiを行います。

②総合的な治水対策等の推進

-総合治水対策言'.ii!iiの推進などにより、水害防止や治水事業を促進し

ます。

-下水道官|函iにおける合流区域については、市街地を浸水から安全に

守るための分水幹線の整備を図ります。

-山崩れ、地すべり等の災害危険箇所を制査し、その改修 ・整備につ

いて国 ・県と述携しつつ計画的に進めます。

③予防対策と災害時の対応の仕組みづくり

-予防行政の効等化、査察体制の強化、者11市防災敵j査研究の推進、防

災行政無事iiの活用を図ります。

-備蓄物資の品目 ・数量・保管場所の増加、逃刻f場所の追加指定、避

難場所案内棋織の設置を行います。

-災害時における有害物質の処理対策を促進します。

-災害を最小限におさえ、即事対応が可能となるように消防署等の逃

正配置を行います。

-市民に対する応急手当の普及 ・啓発活動を行います。



置詩型!O"'，.)'主主畳留置時詰週冨剖民主週間踊r.~.，.，叫吊~~・

|4.2.3 安全で快適拡都市環境をつくるまち | 

④防犯に配慮したまちづくりの推進

-防犯の行き届いたまち、暴力のないまちにします。

-快適に暮らせるまちっくり

①j!ilj皮の適切なjlli朋と笑践

国や県の環境彩響評価制度の適切な巡j目及び環境配慮指針の策定を

検討します。

-開発指導要綱等により、快適なまちづくりの確保を図ります。

②福祉に配慮したゆとりと安らぎのあるまちづくり

-公共施設及び公関等のバリアフリー化等を進めるとともに、有機的

辿携を図る青|函iの推進を図ります。

-民間施設におけるバリアフリー化を促進するため、啓発指導を進め

ます。

-ゆとりとうるおいのある住まいづくりや周辺環境づくりを推進します。

③良好な市街地環境懇備の推進

-人口増加や良好な住宅地供給の要求に対応した適切な見直しと総合

的な計画を推進します。

-土地の自然条件あるいは都rli基盤施設の整備水準や土地利用の動向

に応じた適切な用途地域の見直しを進めます。

-景観に配慮した市街地の環境を維持するための高度地区の見直しを

進めます。

-健全な環境の搬保を目的とした住民参加等による地区計画制度の導

入を図ります。

-良好な市街地の形成を図るため、道断・公園 ・下水道等都市基燃の

援備を推進します。

④環境に配慮した|坊疫活動と術生息怨!の普及

-感染症予防対策として防疫楽剤散布には環境に配慮し必要最小限の

散布に努めるとともに市民に対して啓発に努めます。

-市民の日常生活においての衛生啓発を行うことにより感染症を媒介

する害虫の発生を防ぐことに聖子めます。
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-歩いて楽しいまちづくり

①歩行者・自転車利用者の安全性の向上

-述統立体交差事業の推進により 、地域の分断や踏切事故等の解消を

図ります。

・自転車専用道、自転車歩行者道、コミュニティ道路、自動車通行;規

!lil]の検討等、歩行者と自転車利用者にやさしい道路づくりの推進を

検討します。

-歩行者 ・自転車利用者及びドライバーのマナー向上に向けた啓発を

行います。

-自動車利用の自粛の呼びかけ、迷惑駐車や放置自転車の追放の魯発

を行います。

-事故多発箇所対策、バリアフリ ー整備など生活道路の改良事業を推

進します。

-歩道における透水性舗装や歩きやすい舗装材の選定など市道舗装の

整備を促進します。

-交通安全施設の充実を図ります。

-路上の不法占有物撤廃を促進します。

-歩EiZ共存道路整備やシンボルロー ド整備を進め、歩いて楽しい歩行

者空間整備を進めます。

②歩行者・自転車利用者の快適性の向上

・歴史や文化を感じるまち ・道づくりや花のある街 (緑化の促進)づ

くりを推進することによって、歩いて楽しいまちづくりの実現を図

ります。



2.美しいまちをつくろう

監理聖司・"，IJ毒事伝Eヨ園制住韮E謂畠岨fi.JJiii!量百圃

|4.2.3 安全で快適な都市環演をつくるまち | 

古都としてのj孔絡と伝統が感じられるまちを目指し、無秩序なlj;13告を防

ぐなど、美しい田図風景や山並み、者rs干!J景観と歴史的な景観が調和した良

好な景観の保全と形成を図る施策を基本とします。またごみの落ちてない

清潔なまちづくりなど、環境美化に配癒した施策もあわせて基本とします。

E盟理
-都市景観の保全

①者IS市環境の美化

-国際文化観光都市として美観形成のための美化促進重点地域を設定し、

ポイ姶て防止活動の抗進を図ります。

-環境美化に心がける児蛍の育成や市民による環境美化運動等の支援

を行います。

-空き地の管理者に対し、雑草 ・枯れ草及び投棄された廃棄物を除去し、

また不法投楽を防止する錨置を講ずるよう指導に努めます。

• lli1J物愛慾および適正な飼育について啓発を行うことにより関心と迎

I~If を涼め、犬~lIiによる誕祭やみだらな繁殖等を防ぎ、人と動物との

共生に努めます。

②良好な都市景観の形成

-奈良市都市景観条例に基き策定した都市景観形成基本計画iにより、

都市長観の保全を進めます。又地区計画書5・の法規制の活用により景

観整備の推進を図ります。

-奈良市都市景観条例に基づき、歴史的なまちなみを周辺地区と一体的

な形で保全するために、指導・助言を行います。

-文化財と翻和する住宅市街地の形成を進めるとともに、緑とうるお

いのあるまちなみや生活基般の整った住環境の整備を進めていきます0

・公共生問、特に街路上のl註l愉・看板などのはみ出しを防止し、良好

な景観形成への誘導 ・促進に努めます。また美しいまちなみ景観の

ための電線類の地1:1'化を促進します。

-彫刻のあるまちづくりを進めます。
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3.水と緑のうるおいあるまちをつくろう

子供たちが遊び、市民が憩うことのできる身近な水辺や公図整備など、

うるおいある暮らしを続けていける施策を基本とします。

E富司
-身近な緑や公園、川や池の水辺整備の推進

①身近な線の保全と創造

・(仮称)生け垣助成制度の活用促進、(仮称)花いっぱい迩IDJJの民有地へ

のt広大など既存施策の拡充について検討します。

-生産緑地地区を保全し、市街地内の身近な緑を雌保します。

-緑教室や展示会、緑の相談室、ふるさとみどり基金の活用などによ

り緑化意識の高揚と普及に努めます。

-公図準備の際は、土と水と緑を活かした公園や、本来周辺に見られ

る動植物が自然に生息・生育できるような場所の復元など、地域の環

境資源の活用に努めます。

-街路樹・花害事の植栽整備等を推進し、身近な緑の創造に努めます。

-快適で線設かな住み良いまちづくりのための都市公闘を整備します0

・身近な緑ゃうるおい空間整備を図るなど、子育てを支援する遊び場

の整備の推進や、住環境整備の推進を図ります。

②身近な水辺の保全と創造

-身近な水辺としての河川・水路・用水・ため池等の保全と活用を図

ります。

. ~Jil.水性のある河川雄倣を進めるとともに、水辺の自然環境の保全と

創造を促進し、水辺とむすんだ緑のネ ットワーク化を図ります。

" 1深!?qi争化などによる河川水質め化モデル事業を実施し、安全で心地

よい水辺の創出に努めます。

-水とふれあうまちづくりを目指し、まちの7lcf制整備を進めるとともに、

人をいざなう水辺の創生に努めます。



園長謹藍司・，;u請者E軍司固闘艇壷E宿直祖国m国民司

|4.2.4健康に暮5せる生活環績を守るまち | 

[ 4 健康に暮らせる生活環境を守るまち l 

市民が}iEまれた環境の下、健康で文化的な生活を営むために、さわやか

な大気、消らかな水、静けさの確保、化学物質からの汚染の防止を基本方

向として示します。

1)さわやか駄気と静けさを守ろう

[基本施策1

・大気環境の保全

・音環境等の保全

2)清うかな水を確保し大切にしよう

[基本施策1

・水環境の保全

|3)化学物質による環窃汚染を防ごう 目

[基本施策1
・多様な化学物質による健康への影響の防止

・土壌環境の保全
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[市民としての行動]

-家庭からの相|水対策に努めます。

洗剤を正しく使います。泊は適正に処理をします。水切り袋を使

用します。食べ残し ・飲み残しを流しません。

-徒歩や自転車、公共交通機関の利用に心がけます。

.環境にやさしいマイカ一利用を実行します。

アイドリングスト ップの笑行、急発進・ 2Eぶかしの追放、ならマ

イカーひとやすみデーの実行、低公害 ・低燃費車の利用促進に努

めます。

-近隣への!騒音等に配慮します。

ピアノやテレビ、ステレオ等の音やベットのl鳴き声等、生活騒音

が隣近所の迷惑にならないよう配慮します。

-化学物'siの使用にあたっては、正しいまu織や情報を基に、用途にあっ

た使い方と責任ある管理に努めます。

[事業者としての行動]

-事業活動に伴うばい煙、初水、騒音等の低減及び公害の防止に努め

ます。

-事業活動に伴う車両について、アイドリング・ストップの実施、低

公害 ・低燃費率の羽入を検討します。

-従業員への研修等を行います。

-建設工事等において、低騒音・低振動等低公害機絡の使用に努めます0

・化学物質の使用について、用途、方法、使用量等適正に行い、適正

に管理Eします。

[観光客等としての行動l

-観光等には、できるだけ徒歩、自転車、公共交通機関を利用します。

.洗剤l等の適正使用なとe水質の保全に努めます。

-観光省:には、近隣や仙の者へ迷惑とならないよう配応します。



-1\"ヨ~~司・四話回E草詰置甑l民ヨ"JI':!有i2J.叩凪H能5・

|4.2.4闘に暮らせる自醐明るまち | 

1 .さわやかな大気と静けさを守ろう

さわやかな大気と静けさの引íMf~tに向けて、大気環境の舵祝 rmìJW体ililJの充実、

窒素酸化物、浮遊粒子状物質等の低減による大気環境基準の迷成、また自

動車騒音・振動対策、工場 ・事業;場及び建設作業騒音振動対策、恕臭等生

活環境を保全する施策を基本とします。

広域的広がりを有する問題については国や県、周辺関係市町村と辿携し

た施策を基本とします。

IIID理
-大気環境の保全

①l坑視体ililJの捻備及び強化

-大気環境の監視、住JUJWを推進します。

-大気詰J~1ま・研究体制の整備の促進を図ります。

②工場 -EF業場の排出ガス等対策の推進

-立入検査の笑施、規制法iiもの巡守等、 lilt祝・指導を行います。

①自動車交通対策の推進

・パークアンドライドやマイカーひとやすみデ一等環境にやさしい自

動車利用運動を推進します。

-路上駐車や駐車場採しの交通渋滞・交通事故を解消させるため、駐

車場案内システムを導入し都市環境や大気環境の保全に努めます。

@アイドリング・スト ップの推進

-駐停車中の自動車のアイドリング ・スト ップを啓発します。

⑤低公害車の導入

・ 公用車に低公害車、燃~~の良い車種の導入を推進します。

⑥広域的な大気汚染対策の=1ft進

-周辺自治体と連携した浮遊粉じん対策、光化学オキシダント対策を

推進します。

⑦野焼き防止の推進

-野焼き防止の指導を推進します。
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.音環境等の保全

①交通騒音 ・振動の測定

.道路沿道での騒昔音..振E勤9由J川i淑測1即川|リ定を継統し」、実態把J握屋に努めます。

. ~澱l策託;境g暁E騒音の測定を継i統涜し、実態把握に努めます。

②工場・事業場などの騒音 ・振動対策の推進

・立入り検査の実施、規制基準の遵守等、監視・指導を:lffi進します。

③近隣対策の推進

・生活!騒音の低減のための知識の普及啓発、深夜営業騒音の低減の指

導を図ります。

-日J!¥¥や通J!nlなどの確保、電波障害の対応を推進します。

④良好な音環境の保全と創造

-音100i誌に選定された背風景の保全と周知、その他音風景の保全と創

造に努めます。



2.清5かな水を確保し大切にしよう

清らかな水の確保に向けた監視・観iJWを進め、水利用に|燦して環境への負

荷が自然的浄化能力を趨えることのないようにすることが大切です。水環

境の安全性をも含めて負荷を低減するために、自然のi争化能力の向上、下

水道準備の促進や生活封|水対策等の施策を基本とします。また水道水源、で

の植林や適正な森林管迎、ゴルフ場での農薬の使用の抑制等による健全な

水環境の礁保の施策もあわせて基本とします。

E冨彊
-水環境の保全

①監視体制の整備

. inJ JII、地下水の常時監視・観iJWを推進します0

.水質調査 ・研究体制の日産保lの促進を図ります。

②工場・ 事業場排水対策の推進

-立入検査、羽|水基準の遵守等、監視・指導を行います0

.水道水源保殺の指導の強化を図ります。

③生活排水対策の推進

-生活排水対策の啓発を推進します。

-汚濁の進んでいる河川へ生活割|水を担|出している地区など、特に生

活排水対策を必要とする地区をモデル地区とする事業を推進します。

④水質保全対策

・河川やため池等へのごみの投楽の削減 (クリーン対策、愛護啓発)

を推進します。

-水源流域自治体や大柄l川流域自治体と水質保全対策について協力と

連携を推進します

-水道水源の定期監視の強化と市民活動による実践を行います。

⑤水道水源、の保全

-水道水源流域の森林の保全 (水源i函養林の保全)を行います。

⑥下水道の整備

・公共下水道事業、農業集落排水事業等を計画的に推進します。

-水洗化の PRや、水洗便所改造資金の積極的融資などによ って、公

共下水道への理解を深め、下水道への接続促進に努めます。
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3.化学物質による環境汚染を防ごう

現在、私たちの暮らしの中でさまざまな化学物質が広範に使用されてい

ますが、その使用の方法や廃楽の方法によっては人の健康や生態系に有害

な影響を及ぼすものがあります。このような化学物質による大気や水、土

嬢環境等への影響、人の健康や生態系への影響を低減することや未然に防

止する観点から、その使用や廃楽にあたっての施策を器本とします。

E量調
.多様な化学物質による健康への影響の防止

①欧視

-有害大気汚染物質の測定を推進します。

②発生源対策

・発生源における有害化学物質を測定し、実態把握に努めます0

.ゴルフ場農薬の水質監視 ・指導を推進します。

-有害化学物質に対する適正な知識と情報の周知|を図ります。

①情報の収集、提供など

-内分泌撹乱化学物質などの未解明の化学物質の情報収集、提供に努

めます。

-科学的知見の蓄積を踏まえ国や県と連携した適切な対応を検討します。

.土壌環境の保全

¢化学物質の制査

-地下水や土壌などの化学物質に

よる汚染の実態犯握に努めます。



EE逗 Eヨ・占有混同時謂- 副院蚕E荷風喧 刷協調

|4.2.5 資源の循環的利用を図るまち | 

私たちは日常生活や通常の事業活動の中で、もの、水、エネルギーとい

った資源を消費し、廃棄物を掛出しています。資源を大量に消費し、廃棄

しつづけることによる環境の悪化を防止するため、資源を効率的に使用し、

できるだけ廃楽に結びつけず循環させていく必要があります。

このため資源の循環的利用を図るには、資源を大切にして廃棄物を極力

出さない施策、水の有効利用を進める施策、エネルギーの効率的な利用を

図るなどの施策を基本方向として示します。

| 1)資源を大切にし、ごみを減うそう |目

[基本施策1

・廃棄物の発生抑制

.適正なリサイクルの推進

・廃棄物の適正な処理

| ~水の有効利用を進めよう |目

[基本施策1
・有効利用をすすめるまちづくり

| ~l エネルギーの適正利用を進めよう |目

[基本施策1
.エネルギーの有効利用

・自然エネルギ一等の利用
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[市民としての行動]

-寅物袋の持参や不要な包装を断る等ごみの発生抑制に努めます0

・物を大切にし、できる限り再使用、再利用します。

・フリーマーケットや不用品交換情報等を活用します。

-古紙、牛乳パック、瓶、缶等はリサイクルを徹底し、地域のリサ

イクル活動に協力します。

-再生紙 トイレットペーパ一等リサイクル製品を積極的に購入します0

.家庭からの省エネルギー化に努めます。

省エネルギー型家電製品を選びます。

適正なl暖房 ・冷房温度を守ります。

フィルターの掃除等適正な使用と管理を心がけます。

待機電力をなくしたり、テレピのつけっぱなしを止めるなど、

こまめにスイッチを切ります。

自宅の電気 ・ガス・水道の使用量を把爆します。(環境家計簿)

ごみは決められた種類、決められた日、決められた時間内に出

します。

生ごみの自家処理(コンポスト化)にも取り組みます。

・水利用への工夫と行動、水漏養への行動に努めます。

風呂水のf!J.利用等により節水します。雨水のj百・籾使用、雨水浸

透施設の設置等も検討します。

[事業者としての行動1
・原料、材料は可能な限り、再生資源や廃楽物として処理liが容易な

ものを使用します。

-製造過程での、廃築物の発生の抑制、製品としての包装材の減量

を行います。

-製品が廃棄される場合、再生、リサイクル、分別しやすいものと

します。

-事業活動で使用する物の再使用、再生使用、リサイクルを行うと

ともにリサイクル製:目、グリー ン製品の使用を進めます。

-事業場やオフィスで、コピ一枚数の減少化、資料配布の最小化、

両面コピー機導入に努めます。

-廃楽物については、適正に処理します。

-事業坊やオフィスでの節水や節電、省エネルギーに努めます。ク

リーンエネルギーの利用促進 ・自然エネルギーの積極的使用を図

ります。

[観光客等としての行動]

・ごみの減量化、分別廃楽、リサイクルに協力します。

節水、節電、省エネルギーに協力します。



1 .資源を大切にし、ごみを減5そう

地球上の資源には限りがあります。私たちは生活する上で、必要とする

資源をできる限り有効に使い、将来世代にいたるまで、等しく資源、を使用

することができることを碓保しなければなりません。

ごみを発生させない暮らしや事業活動の工夫、再資源化の徹底によって、

限りある資源の有効利用を図る。さらには、出たごみの適正処理により環

境への負荷の低減を減らし、ものの自然な循環を促進する施策を基本とし

ます。

E冨圏
.廃棄物の発生抑制

①ごみの減量化

-流通過程でのごみの減量化を図るシステムを検討します0

.事業系廃棄物減量化施策を行います。

-買い物袋の持参運動、量り売りなどを推進します。

-紙容器、再生品や生分解性プラスチ ック、詰め換え商品など、廃楽

物の減量に役立つ商品の購入啓発に努めます。

②生ごみの減量と利用

-家庭用生ご、み:LjUJ巴化容器及び密閉容器購入者へ助成金を交付し、生

ごみの減量化に努めます。

-減量化・資源化率を上げるために、公図・街路櫛栽などへの活用を検

討します。

.適正なリサイクルの推進

①ごみ減量とリサイクル連動の促進

-分別廃棄、分別収集を徹底します。

・公共施設(公民館他)拠点回収を促進するとともに、 rli内事業者(販

売j古)における庖jjJl自主回収の推進を支援します。

大型家具等再生事業を推進します。

-廃棄物再生利用施設としてのリサイクルプラザ建設やコンポスト事

業化施設建設を促進します。

-全市的なリサイクルを抑進し、支援します0

・市民・事業者・観光客等・市がリサイクルの役割を共有する新しい社会

システムの確立を図ります。

-再資源化j京中|を使用した商品の積極的な購入 ・使用を促進します0

.最新リサイクル技術及び再資源化原料の市場の情報収集を行います。

67 



圃・68

② リサイクル製品の利用拡大

-公共団体での再生紙 ・汚泥再生建材の使用、 [11民の不要lfJ1を公共施

設の41iiiU1にするなど、リサイクルされた製品の使用拡大とそのPR

を行います。

・リサイクル製品カタログ・販売庖マ ップの作成、見本市の11}lf12等、

リサイクル製品に|刻する情報を提供します。

③汚泥等の資源の再利用

・コ ンポスト化、建設資材化などの有効利用について検討します0

.焼却灰の有効利用を進めます。

④啓発活動の推進

-親と子のリサイクルツアーの実施や、環境フェ ステ ィパル (リサイ

クルフリーマーケット)の開催などによって、TIi1，'1;意識の高揚を図

ります。

.廃棄物の適正な処理

①gg長物の適正処理体系の確立

-分目Jj収集体制の控術、中間処理II施設の建設、最終処分場施設の整備

など、廃楽物の適正処理Ilの整備を推進します。

-責任分担、費用分担の明確化、市民・事業者 ・観光客等 ・市を含む

適正な処理H体系を磁立します。

②廃棄物の適正処理の推進

・自己処理J~任、適正処理可能な製品づくりなど、事業系廃築物減量

化施策を推進します。

-分別排出とごみ袋の透明化を徹底します。

-適正処理困難指定廃楽物の適正処理の指導を行います0

・廃棄物の不法l発楽防止(パトロール)に努めます。



-;::翠E霊園・i司草書留置毘富司固E司院呈~e:;踊E話E両首躍罰圃

|4.2.5 資源の循環的利用を図るまち | 

2.水の有効利用を進めよう

健全な水循環は、市民生活はもとより農業や工業等の事業活動にとって

も重要なものです。私たちは、さまざまな形で水の利用を図っているため、各々

の利用の段階で負荷を減らし適正な水循環を促進するとともに、水質や水

量等水Zlitziの安全性を確保する施策を基本とします。

E冨置
-有効利用を進めるまちっくり

①水の有効利用を進めるJ2:識の荷揚と有効利用対策

-節水コマ、1fr:i水型使然、 トイレ用擬音装位、ミニポンプ等、節水型

機株の普及促進に聖子めます。

-下水処理の再生水利用や再生水循環システムの導入の検討など、水

の再利用の促進に努めます。

-雨水Jtj'留タンク設置など、 一般家庭での雨水利用システムの導入を

誘導します。

-雨水浸透施設の盤イiilの促進を図ります。

-渇水対策を考慮した、ため池の整備を図ります。

・ポスターやパンフレット、小学生用副読本、有効利用ニュース (新聞)

などによる水の有効利用に対する意識を高揚するための広報に努め

ます。

②水道の機能向上

・老朽管の敷設替えや漏水調査、配水コントロール施設の機能的な強

引it等に努めます。
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3.エネルギーの適正利用を進めよう

私たちの日常生活や事業活動はあらゆる局而でエネルギー利用に関係し

ています。 このエネルギーには限りがあり、効率的な利JfJが必~ですが、

その使用量を減らすことは二酸化炭素の発生の抑制ともなるなど、環境へ

の負荷を減らすこともにもつながります。

また、太陽光等の環境に負荷の少ない自然エネルギ一等への利用移行も、

地球瓶|暖化防止なとす也記;j(蹴境への負荷を減らす有効な対策です。このため

エネルギーの適正利用ならびに自然エネルギーの利用を図る施策を基本と

します。

E盟理
-ヱネルギーの有効利用

①エネルギ一利用の効率化

. iifr規開発や再開発の|祭には、地域冷暖房と電気の供給をするコージ

ェネレーションの導入について検討します。

. }~風土に適した伝統的な建材、断熱材の使用、太陽光などを積極的に

利用する形状の導入など、建築物による省エネ対策の普及に努めます。

.燃料の使用の効率化対策を促進します。

-ライトアップの見直しなど夜間照明の見直しを行います0

.省エネルギー型街路灯の導入を進めます。

②省エネルギー対策の啓発、広報活動

・省エネルギー対策の必要性に対するrli民のJ.illW(と訟織の向上を行い

ます。

-市民、事業者、市の協力体制のもとでの省エネ効果のモニタリング

を行います。

-省エネに対するパンフレット等の発行 ・啓発を行います。

.自然エネルギ一等の利用

①自然エネルギー等の利朋促進

.太陽光発電、太|陽場熱i胤恥71水tなど太|陽場エネルギ一の利用の啓発をf行TれUい、ます。

.公J久4

.自然エネルギ一の普及、啓発、自然エネルギー利用言I.muの策定を推

進します。

・木材くずなど生物に由来するエネルギー、71<の流れなどその他の未

利用エネルギーの利用と開発について検討します。



6 すべての主体の参加と連携を図るまち l 

日常生活や事業活動といった多様な市民活動は、あらゆる商で何らかの

環境負荷を生じさせています。環境の保全に|渇して担うべき役割をま日り、

珠筑保全行動が有する恕義を、進んで理解することが求められています。

それぞれの立場に応じた公平な役割分拐の下で、自主的で積極的な行動

をとることにより、すべての主体が環境保全行動に参加する社会の実現を

基本方向として示します。

1)環境教育と積境学習を進めよう | 

[基本施策1
・環境教育と環境学習の充実

・環境情報の収集 ・提供

|~自分たちの役割の下、 進んで行動しよう

[基本施策1
・市民・事業者 ・観光客等の環境保全活動への支援
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[市民としての行動]

-環境教育、環境学習を通して、人と環境との関わりについての理

解を深めます。

-家庭からの環境保全行動として、生活矧水対策や省エネルギー化、

環境にやさしいマイカ一利用等、できることから実践します。

- 地域の;:日:t1~保全活動や民間団体活動に参加します。

[事業者としての行動]

-環境と人との関わりについて、研修や学習の坊をつくり 、理解を

深めます。

-地域でのEtI境保全活動へfi'(;極的に役割に応じた参加を進めます。

.省エネルギー化や廃楽物の発生抑制等を率先して行います。

[観光客等としての行動]

-市民、事業者、市と連携して環境保全活動に努めます。



1 .環境教育と環境学習を進めよう

すべての主体が環境保全の意識や効果、自分たちの役割と1't任を理解し、

日常生活や事業活動の"1'にも環境保全行動が自然と線づいていくことを目

的とします。そのため澱境に関する情報や学習の機会や場の提供、学校教

育や社会教育での取り組みを推進する施策を基本とします。

E盟理
-環境教育と環境学習の充実

①環境教育の充実

-詰l13まと工夫に満ちた教育諜程の編成、教職員の資質と指導力を向上

します。

-小学校カリキュラムの充尖や副読本の配布を行います。

-奈良のHZ史江tJlliや伝統行事、自然環境を題材とした環境教育を通し、

身近な~l境を生きた教材として認識を深めます。 新しい環境教育の

研究や活用を促進します。

-教育設備i水準の向上のため施設 ・設備整備を促進します。

②環境学習の充実

・豊かな自然環境を利用した子供たちの遊び場等、自然体験 ・学習の

場の!!'Hiii を-:ff~進します。

・生誕学溜の推進のための総合的公開講座を充実します。

.女性の学:潜lニーズに応える婦人学級等を開催をします。

-高齢者学級等を活用して141境学習の機会の拡充を行います。

・ 公民館における ~1境学習関係講座や親子ふれあい澱境教室を開催し

ます。

-自然とふれあうネ ットワークの形成を促進します0

.農林畜産体験学習を促進します。

③人材育成と支援体制の強化

-学習グループの指導者ならびにボランテイアの育成 ・強化を図ります0

・地域の子供会活動やスポーツ少年団の育成、地域ぐるみの児童健全

育成体制の揃'立を図ります。

-老人ボランテイア活動の育成、老人クラブ組織の拡充・活性化、各

種講座の充実を [~I ります。

-青年の若い感性と些かな創造性を活かし、子供たちに自然の素H青ら

しさや、生命の世11きに触れる感動を伝え、共に分かち合える「自然案

内人」としての背年ボランテイアを養成します。
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④広報活動

・ 広報活動により m:l>'~保全と創造についての意識の高揚に協力と理解

を求め、 E端境保全活動への支援体制を充実します。

-市民ぐるみの自然保護活動を進めるため、広報活動を通じて、市民

意識の高揚及び自然保護教育・学習を推進します0

.学校教育の充実及び市民の地域・社会活動等の場を活かした普及・啓

発を図ります。

-地域に密着ーした情報誌・広報誌による啓発を進めます。

.環境情報の収集・提供

①環境'Ij'f報パンクの導入

・事iisl観測デー夕、~~境に関する資料の一元的管理による的確な情報

の提供に努めます。

②情報の発信及び提供

-現!t"'i保全に関する情報提供と意識の啓発を推進します。



2.自分たちの役割の下、進んで行動しよう

すべての主体がその立場に応じた公平な役割分担の下で、自主的 ・積極

的に環境保全活動に参加し、行動する社会の実現が必要で、す。市、市民、

事業者、観光客等それぞれの役割に応じた行動を支援し、相互に述携を図

りながら積極的に進める施策を基本とします。

E冨置
-市民 ・事業者・観光客等の環境保全活動への支援

①実践活動の支援

・市民相互の連情を高め、やさしさとふれあいのある明るく住みよい

まちづくりを進めます。

-市民だよりをはじめ、各種広報手段を通じて、リサイクル、地球温

暖化防止など環境保全の啓発を進め、市民の環境問題への取り組み

を促進します。

・(仮称)奈良市環境施策推進協議会を設置し、市民、事業者、観光客

等及び市が一体となって環境の保全と創造のための行動に取り組む

よう努めます。

②エコビジネスの推進

・エコマークやグリーン購入の啓発を図り、環境にやさしいエコビジ

ネスの推進を支援します。

-公害防止施設を設備する事業者に利子補給を行い、環境保全活動へ

の支援を行います。
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.四 時三戸一町内子出向.
地球iJijtl暖化l!1iJjニやオゾン府の保護、酸性雨の防止等の地球環境の保全は、

市民からの行動、地域からの行動が基本です。そのため日常生活や事業活

動を見直すことから環境への負荷の低減に取り組み、その行動の輸を |止界

の都市や人々へと広げていくことを基本方向として示します。

..地味環境を考えて環境保全活動を進めよう |目

[基本施策1

・地球環境保全行動の推進

・地球にやさしい暮らしの推進

|2)世界の人々とともに取り組もう |目

[基本施策]

・奈良市から世界へ向けた率先行動の推進

・世界の都市、世界の人々と協力述携の推進



[市民としての行動]

-家庭からの活動を基礎にJill携を広げ、地球的視野を持って環境の

保全に努めます。

・フロンガス等使}日機総の購入を控え、既存の機操の廃楽に際して

は適正に排出します。

・アイドリ ング ・ストップの実行とともに、 二酸化炭素の抄l出削減

のための行動に努めます。

-環境に配織された製1RIのJWt入に努めます。

-市民レベルでの国際協力活動に参加lします。

[事業者としての行動]

-地域からの迎携、参加に積極的な役割を果たすよう努めます。

-二酸化炭素等温室効果ガスのtJI出をjJIJiI;iJし、地球温暖化の防止に

努めます。

-二酸化炭素吸収i原となる森林の保全、緑化に努めます0

・フロ ンガス等の代替物質への転換を図り、またフロ ンガス等の回

収と適正処理に努めます。

-低公害車の導入やアイドリング ・ストップを実行します0

・環境に配慮した製品の研究、開発に努めます0

・環境にかかわる悶際交流事業やイベントコンベンション事業に協

力します。

[観光客等としての行動]

・アイドリング ・スト ップへの協力、 二酸化炭素の拐l'I':BI~IJ滅を配慮

した行動に努めます。

-市民・ 事業者 ・mとの活動の

連携を図ります。
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l地味環境を考えて環境保全活動を進めよう

地球j昆l暖化防止のため、省エネルギーに心がけ、不必要なエンジンの稼

動をやめるアイドリング ・ストップを実行する、オゾン層の保護のために

フロンガスを使用していない製品を購入するなど、日常の生活や事業活動

における着実な地球環境保全行動の促進の施策を基本とします。

lIi&置
-地球環境保全行動の推進

①地球混i暖化防止の取り組み

-地球温暖化防止のための実行計画を策定し、実施します0

.二酸化炭素の吸収源となる森林の保全 ・創造を行います。

・アイドリング ストップの推進や低公答率の導入等を進めます。

②酸性雨対策の推進

-酸性雨の笑態を長期的に把握するため、雨水のモニタリング調査を

継続します。

③フロンガス回収事業

-一般廃楽物に含まれるフロン回収及び適正処Jlllを行います。

-地球にやさしい暮らしの推進

①生活行動の見直し

-日々のくらしの中で、マイカ一利用をひかえる等啓発を進めます。

-日常生活や事業活動において、環境に配慮された製品購入の啓発と

推進を図ります。

②消費行動の見直し

-大量消費、過剰な消費を抑制する意識を育てます。



2.世界の人々とともに取り組もう

足元からの地球環境保全の行動は重要ですが、それだけに止まっては効

果的にも限界が生じます。

また、地球環境問題に対する着実な取り組みや奈良市としての積極的な

国際貢献も必要です。このため世界の都市や国際的機関、民間団体等と積

極的に述携し、その取り組みを地球規模にまで広げていく施策ならびに奈

良市として率先して国際貢献ができる施策を基本とします。

..  司

.奈良市から世界へ向けた率先行動の推進

①歴史的遺産周辺などへの車両の釆り入れの拘11Ii日。

②世界的な文化遺産や伝統を内外にアピール。

-世界の都市、世界の人々との協力・連携の推進

①[11民文化活動の振興

-医|際文化観光都市にふさわしい文化交流事業を通じて、世界との連

携を図ります。

②諸外国との交流・連携の促進と国際協力の推進

-民間レベルでの国際協力への支援を検討します。

・海外の都市とのi隊員の派逃や研修生の受け入れを行います0

.友好都市との連携による環境保全行動を推進します。

③施設整備の推進

-奈良コンペンションビューローなど、国際化時代に対応できる交流

の拠点としてのコンペンション施設等の整備を促進するとともに、

イベント -コンベンションの開1mを推進します。

@;情報の発信

-インターネットを活用した情報発信を行います。
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l主体の役割のまとめ E 

市民

としての

行動

-圃80

[歴史と文化を守り育むまち]

-奈良の歴史や文化に|廻心をもち、理IlWrを深めます。

-歴史的文化泣産やその周辺への車両釆り入れの自粛やアイドリング ・

スト ップの笑行など環境の保設に努めます。

-サイクル観光等、環境にやさしい観光を実行 応援します0

.市民レベルでのPRや交流に努めます。

[自然や生き物を大切にするまち]

-白然や!Iff'生生物に関心、を持ち、余暇活動では積樋的にふれあう等、理

解を深めます。

-草木を傷つけたり、持ち帰ったりしません0

.緑化活動へ積極的に参加します。

・野生生物の不要な捕獲や生息場所を乱したり、危害を加えるなどの行

動はしません。

-自然や野生生物の保談活動への参jJU・協力に努めます。

[安全で快適な都市環境をつくるまち]

-家庭での防災に努めるとともに地域の防災活動への積極的な参加や防

犯に苦手めます。

-ポイ捨てや不法投楽の防止に努め、地域の美化運動に松市E的に参加lし
ます。

-自転車の放置や迷惑駐車をやめて、快適なまちづくりに協力します0

・庭やベランダ、屋上等の緑化や花づくりに努めます。

-水辺や公図等ふれあいの場に親しみ ・活かすとともに、維持 ・管理IIに
協力します。

[健康に暮5せる生活環績を守るまち]

.家庭からの排水対策に努めます。

洗剤を正しく使います。れ]1は適正に処曜日をします。水切り袋を使用

します。食べ残し ・飲み残しを流しません。

-徒歩や自転車、公共交通機関の利mに心がけます0

.環境にやさしいマイカ一利用を笑行します。

アイドリングストップの笑行、急、発進 ・2Eぶかしの追放、ならマイ

カーひとやすみデーの実行、低公害 ・低燃費車の利用促進に努めます0

.近隣への騒音等に配慮します。

ピアノやテレビ、ステレオ等の音やペットのl鳴き声等、生活騒音が

|燐近所の迷惑にならないよう配慮します。

-化学物質の使用にあたっては、正しい知織や情報を基に、用途にあっ

た使い方と責任ある管迎に努めます。
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[資源の循環的利用を図るまち]

-貨物袋の持参や不要な包装をl折る等ごみの発生抑制に努めます。

・物を大切にし、できる|浪り再使用、再利用します。

・フリ ーマーケットや不用品交換情報等をI首朋します。

-古紙、牛乳パック、瓶、缶詩:はリサイクルを徹底し、地域のリサイク

ル活動に協力します。

-再生紙トイレッ トペーパー等リサイクル製品を積極的に購入します0

.家庭からの省エネルギー化に努めます。

省エネルギー型家電製品を選びます。

適正なl暖房 ・冷房温度を守ります。

フィルターの掃除等適正な使用と管理IIを心がけます。

待機電力をなくしたり、テレビのつけっぱなしを止めるなど、

こまめにスイッチを切ります。

自宅の電気・ガス・水道の使用量を把握します。(環境家計簿)

ごみは決められた種類、決められた日、決められた時間|勾に出します。

生ごみの自家処理(コンポス ト化)にも取り組みます。

-水利用への工夫と行動、水漏養への行動に努めます。

風呂水の再利用等により節水します。雨水のJtj'留使用、雨水浸透施

設の設置等も検討します。

[すべての主体の参加と連慌を図るまち]

-環境教育、環境学習を過して、人と環境との関わりについての理解を

深めます。

-家庭からの1端境保全行動として、生活掛水対策や省エネルギー化、環

境にやさしいマイカ一利用等、できることから実践します。

-地域の環境保全活動や民問団体活動に参加します。

[地球環債を考えて、世界の人々と手を結ぶまち]

-家庭からの活動を基礎に述鋭を広げ、地球(19視野を持って環境の保全

に努めます。

・フロンガス等使用機株の購入を控え、既存の機器の廃棄に|燦しては適

正に初出します。

・アイドリング・ストップの実行とともに、 二酸化炭素の持l出削減のた

めの行動に努めます。

-環境に配慮された製IRlの購入に努めます。

-市民レベルでの国際協力活動に参加します。
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[歴史と文化を守り育むまち]

-奈良の歴史や文化、景観等を活かした事業活動を心がけます。

• J1t史的文化遺産や伝統文化の保全にあたって、技術の提供など、役割

と能力に応じた協力 ・支援をします0

・歴史資源にふれあえ、楽しむ機会や場づくりに協力 ・支援します。

[自然や生き物を大切にするまち]

- 開発や事業活動において、自然の保護や再生 ・ 創造、!frÍ'~1ミ物などの

生育空間の保設・再生 ・創造などできる限り自然環境の保全に努めます0

・緑化や野生生物保談について、技術の提供など協力・ 支援します。

-地域における自然環境の保全活動への参加 ・協力 ・支援に努めます。

[安全で快適恕都市環境をつくるまち]

-安全を優先した事業活動に努めます。

-工場や事業場敷地での緑化に努めます。

-建築デザイン、看板設置等都市の景観に配慮した事業活動を行います。

.自動販売機には回収容器を設置するなどポイ姶て防止や不法投棄防止

に努めます。

-研修や啓発、美化活動の実践に努めます。

[健康に暮らせる生活環境を守るまち]

-事業活動に伴うばい煙、排水、騒音等の低減及び公害の防止に喜子めます0

・事業活動に伴う車両について、アイドリング ・スト ップの実施、低公害・

低燃費車の導入を検討します。

-従業員への研修等を行います。

- 建設工事等において、低騒音・低振E申告~;低公害機器の使用に努めます0

・化学物質の使用について、 m途、

方法、使用量等適正に行い、逃

正に管理します。
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[資源の循環的利用を図るまち]

・原料、材料は可能な限り、再生資源や廃棄物として処理が容易なもの

を使用します。

-製造過程での、廃棄物の発生の抑制l、製品としての包装材の減量を行

います。

-製l昂がm~楽される場合、再生、リサイクル、分別しやすいものとします0

・事業活動で使用する物の再使用、再生使用、リサイクルを行うととも

にリサイクル製品、グリーン製品の使用を進めます。

-事業場やオフ ィスで、コピー枚数の減少化、資料配布の最小化、両面

コピー機導入に努めます。

-廃棄物については、適正に処理します。

-事業場やオフィスでの節水や節電、省エネルギーに努めます。クリー

ンエネルギーの利用促進・自然エネルギーの積極的使用を図ります。

[すべての主体の参加と連携を図るまち]

-環境と人との関わりについて、研修や学習の場をつくり、理解をj深め

ます。

-地域での環境保全活動へ積極的に役割に応じた参加を進めます0

.省エネルギー化や廃棄物の発生抑制等を率先して行います。

[地球環境を考えて、世界の人々と手を結':~ïまち]

-地域からの連携、参加に積極的な役割を果たすよう努めまオ。

-二酸化炭素等温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化の防止に努め

ます。

・二酸化炭素吸収減、となる森林の保全、緑化に努めます0

・フロンガス等の代替物質への転換を|豆lり、またフロンガス等の回収と

適正処理に努めます。

-低公害車の導入やアイドリング・ストップを笑行します0

・環境に配慮した製lEiの研究、開発に努めます0

・環境にかかわる国際交流事業やイベントコンペンション事業に協力し

ます。
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[歴史と文化を守り育むまち]

-徒歩や|訓示率、公共交通機関を利用する等環境にやさしい観光に努め

ます。

-観光の|際にはパスのアイドリング・ストップ等を理解し、協力します。

[自然や生き物を大切にするまち]

-自然や野生生物を傷つけたり、採取、捕狼~;の行為をつつしみ、ふれ

あいを大切にします。

-自然や野生生物の保設に協力します。

[安全で快適な都市環境をつくるまち]

-施設利用に関して、遊郭l路の確認など自らの防災に努めます。

-水辺や公園等の事;1境にやさしい利用に努め、出ff持管理に協力します。

・ごみの持ち帰り、また初出する場合には分別してまちの美化に協力し

ます。

[健康に暮らせる生活環境を守るまち]

-観光寺子には、できるだけ徒歩、自il反車、公共交通機関を利用します0

.洗剤等の適正使用など水質の保全に努めます。

-観光等には、近隣や他の者へ迷惑とならないよう配慮します。

[資源の循環的利用を図るまち]

・ごみの減量化、分別l充来、リサイクルに協力します0

・節水、節電、省エネルギーに協力します。

[すべての主体の参加と連携を図るまち]

-市民、事業者、市と連携して環境保全活動に努めます。

[地球環境を考えて、世界の人々と手を結ぶまち]

・アイドリング・ストップへの協力、 二酸化炭素の捌出削減を配慮した

行動に努めます。

-市民・事業者・ rliとの活動の述携を図ります。
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地域別の基本方向の策定にあたっては、各地域における多様な特性を踏

まえ、その長所を保持 ・育成し、短所を改善することによって、それぞれ

の地域におけるぬE境についての機能を果たすことを目指します。

なお地域の区分は、「奈良市新総合計画 第 2J羽基本計画Jの地域構成に

準拠します。

地域区分図

東部ゾン

中央市街地ゾーン

西北部ゾーン

中部ゾーン

南部ゾーン
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4.3.1 東部ゾーン

東部ゾーン

商関ソーン

(1)地域の環境特性

春日山から束の大和高原へ辿なるこのゾーンは、全域が市街化調整区域

であり、森林地域と農村地域が大部分を占め、良好な自然環境が保たれて

いますが、 一部地域は土石採取場やゴルフ場となっています。

地域の北部は、棚田(盟¥1¥)と集落の景観や水辺空間に恵まれ、南部は

大和茶の主産地でもあり、優れた茶畑や集落の景観がみられます。

また、広大な森林地域が貴重な水資源、のi函養機能を有しており、淀川水系

に腐しています。

(2)地主主の環境づくりの方向

・豊かな自然環境との調和に配慮した計商的、効率的な土地利用を図ります。

・このゾーンでは、人口の減少や高齢化がみられ、良好な自然環境を

守っていくため、農林業の娠興に向けた農林業生産基盤の整備を推 進

する他、就労の場の形成に向け、 iiJiかな自然環境との調和に配慰 した

計画的、効率的な土地利用を進めます。

・豊かな緑と清らかな水に恵まれた自然環境の保全・活用を図ります。

・:<1'地域の大部分を占める山林については、大和背;坦を形成する重要な

緑地として、積極的な保全が必要です。また、背少年のための体験学

習の場として利用するなど、地域住民の利便の増進と都市機能の充実

を図ることも重要です。
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-布白川や白砂川など地域を流れる主要な河川については、周辺の山林

や田図の緑とともに、質重な自然環境資源として、環境保全に考慮し

た水辺に親しむ河川整備等の方策を検討します。

.良好な田園環境の保全・活用を図ります。

-地域の水凹や茶畑、集F客等が創り出している田図環境は、周辺の自然

環境の中に溶け込み、 4寺徴のある景観を呈しています。これらを本地

域の側世tを育む優れた張倒として保全 ・活凡lします。

-豊かな自然環境の中に患っく歴史資源の保全・活用を図ります。

-集落景観や伝統的行事など、それぞれの集務の持つ個性豊かな歴史的

環境を保全・活月3します0

・柳生街道、東海自然歩道などを活用し、歴史散策路の整備や沿道の石

仏群や社寺等を保全することなどにより、歴史的景観の形成を図ります。

-貴重な水源i函養地域としての保全を図ります。

-本地域の大部分を占める森林地域は、水源のI函義機能や本rliの水道水

源地として公益(19機能を有するため、これらの機能の紺持 ・地進に努

めます。

-本地域は本市はもちろん周辺自治体にと っても重要な水道水源地であ

ることから、周辺自治体と迎携して水質の保全に努めます。特に水ilJi{

保f，j(<地域、特定保護地域における排出水については充分に配慮します。
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4.3.2 中央市街地ゾーン

中央市街地ゾーン

(1)地協の環境特性

古くから本市の"1"心であり、春日 山を含む奈良公悶一部から近鉄新大宮

駅周辺の市街地におよぶ地域となり、世界に誇れる奈良らしい景観を形づ

くっており、水系は大和川流域に属しています。

本地域は、世界的な歴史的文化巡産が数多く分布し、 8資産群が世界巡

産に登録されました。

市街地北側には佐保山丘陵、 東側~ には春日 山原始林、倒l溢 1-1-1、奈良公園

の自然が広がっています。

その一方で、本地域は本市の核をなす地域であり、多様な都市機能の集

積とともに、世界的な観光地であることから、交通渋滞の問題も生じてい

ます。

( 2 )地域の環境づくりの方向

・奈良公園周辺の自然環境や歴史環境の計画的な整備・保全を図ります 0

・県立奈良公園とその周辺は、奈良市のシンボルとして国内外に知られ

ており、世界逃産をはじめとして数多くの歴史的文化池遊が点在して

いることから、その良好な自然環境及び歴史環境を関係機関との協力

のもと計図的な怒備・保全を図ります。
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-奈良町周辺の歴史的な街並み景観の保全を図ります。

-奈良111]は、かつての平城京のH寺代を経て中世に発迷したまちであり、

現在もその而彩をとどめる歴史的な街並みや伝統文化が受け継がれて

おり、そのl床わい深い歴史的街並み景観や伝統文化を育む歴史的環境

を保全していきます。

-渋滞等の道路交通問題の解消に向けた整備を図ります。

-本地域は、県者[1としての都心機能のみならず、観光交通の拠点である

ため、内外の交通が集中することから、道路体系の整備やパス路線を

中心とする公共交通網の雄官|I充実、歩道等の整備などにより、安全で

快適な都心の交通体系と空間整備の充実を図ります。

-良好な音風景の保全・活用を図ります。

-環境庁が平成 8年に実施した「残したい日本の音風景100選Jにも選ば

れた「春日野の庇と諸寺の鎚」の中であげられている東大寺、興福寺

等の鎧の音を賞重な音風景として保全し、環境指標のーっとして活用

を図ります。

-水辺環境の保全と育成を図ります。

-奈良公|霊|及びその周辺、佐保川及びその水系の小河川や池については、

歴史的景観を構成する重要な要素であることから、水辺の修景につい

ての検討を行い、水質の保全を図ります。
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4.3.3 南部ゾーン

南部ゾーン

(1)地域の環境特性

中央市街地ゾーンの南に位置し、大和郡山市 ・天理市と境界を援する地

域です。奈良食地の東側の山ろくに沿って通る日本最古の幹線道路である「山

辺のみち」が南北に112り、古来|寺や弥生11，¥'代に村落ができたといわれる径

の庄集落がある等古代からの歴史をもっ地域です。

「山辺のみち」から東部は山地部が広がり、古社寺を中心として集落が

分布し自然と歴史につつまれた特徴ある蹴境を形成しており、西宮11は、帯

1~If.市街地やj災村集落が中心、となった凹岡地'貯が形成されています。

山地部から平地吉11にかけて土地利用やその景観が変化し、 111地、農地、

住宅地、工業市街地が形成されています。平地音11において用途が混在して

います。

( 2 )地域の環境づくりの方向

.良好な居住環境の整備を図ります。

-平地音11において良好な居住環境の稲1果に向けての整備を図ります。
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-周辺環境に影響を及ほ、さない工業地環境の整備を図ります。

-本市における 11住ーの工業集積地であることから、周辺環境への影響を

及ぼさないような工業地政¥境の整備を図ります。

. i主工混在が生じないよう、適正な土地利用の誘導等を進めていきます。

el山の辺」景観の保全・育成を図ります。

. 1山辺のみち」を中心とした地城東部の山ろく地域は、緩やかに傾斜

する地形の中に農業集落や農地が展開しており、地域固有の風土を醸

し出しているとともに、奈良山丘陵、生駒山系等、大和の歴史を感じ

させる絶好の眺望に恵まれていることから、周辺の自然環境とともに、

日本最古のみちにふさわしい趣きのある景観の保全 ・育成を図ります。

.良好な田園環境の保全 ・活用を図ります 0

・本地域の広がりのある田園環境や緑に恵まれた集落環境は、本市の中

でも精微のある環境を形成していることから、その良好な回図環境を

守り育てていきます。

-水辺環境の保全と育成を図ります。

-地球院川、菩提仙川等の河川や広大寺池等のため池はがlいのある水辺

空間としてその水質の保全を図るとともに、水辺環境保全に努めます。

.岩井川ダムの建設にあたってはダムの水景観を活かした観光レクリエ

ーション機能の盤備を図ります。

- 水質の保全を図るために公共下水道及び農業集落~I 水施設の整備を推

進します。
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4.3.4 中部ゾーン

罰".ゾン

中央市街地ゾーン

中部ゾーン

爾届ゾン

(1)地域の環境特性

平城宮跡を中心として南北に広がるゾーンであり、平城山風致地区や唐

招提寺、薬師寺といった世界的な歴史的文化巡遊に恵まれており、このゾ

ーンには、秋篠川が流れています。

平城宮跡周辺は、関西文化学術研究都市の建設に関する計画において「文

化学術研究地区」に位置づけられています。

平城宮跡の後背地である奈良山丘陵の緑は、平城宮湖、のt':t重な伶哉とな

っており、そのふもとには世界的な歴史的文化逃産が数多く点在しています。

朱雀大路跡地周辺ー晴は、 1'1'1図地iHKとして、奈良西宮[1の新市街地と東部

の中央市街地の聞の質重なオープンスペースとなっています。

また、本地域の南西部、西ノ京地区は、世界的な歴史的文化逃産である

唐招提寺、薬師寺が立地し、その周辺には旧集落が形成されています。

本地域を*酉に横切り現代奈良のメインストリートとなっている大宮通

りと国道24号との交点は、広域から訪れる人々にとって木市の玄関口とな

っています。
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( 2 )地域の環境づく りの方向

・世界的な歴史的文化遺産の重点的な保全を図ります。

-本地域は、 1:1"9<:市街地ゾーンとならび世界に誇るべき歴史的 ・自然的

環境を有する地域であることから、今後とも風致地区や歴史的風土保

存区域等の法的措置を遵守し、これらの景観や歴史的・自然的環境の

保全を引き続き行っていきます。

.平城宮跡の復元整備による歴史環境の保全を図ります。

-史跡、朱雀大路跡の復元整備等、平城宮跡、の復元を図るとともに、 平城

宮助、の近最や、東大寺大仏殿、興福寺五重l培、若草山へ至る迷望景観

の保全を図ります。

-歴史的空間を憩いの場として活用することを図ります。

.朱雀大路跡の復元整備を軸とした歴史環境の保全を図ります。

-朱雀大路をilil!rとして歴史的文化逃産と自然環境とが一体となったがlい

ある歴史的空間の整備を図り、南北方向の景観に配慮した見通しを確

保するとともに、歴史的景観の保全・育成を図ります。

. I澄史的空間をfAtいの場として活用することを図ります。

-歴史と自然が一体となった良好な環境と景観の保全・育成を図ります0

・f首長となる奈良山丘陵等の青垣の山並み、近裁の緑や集落と歴史街道

が一体となって形成された腔史的な趣きが感じられる良好な環境と景

観の保全・育成を図ります。

-河川の水辺環境の保全と育成を図ります。

-平城京の水路として利用された秋篠川をはじめ、小河川や点在するた

め池は、歴史的景観の構成要素で、あるとともに、身近な水辺として良

好な居住環境を高めていくものであることから、これらの水質改普ーと

水辺環境の保全 ・強備を図ります。
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4.3.5 西北部ゾーン

~..ゾーン

同".市街地ゾーン

問自Sゾーン

(1)地域の環境特性

平城ニュータウンを中心とした北部と酋大寺から以西の西部地域をひと

つのゾーンとした地域です。本地域は、大阪近郊の住宅地として、昭和130

年代西部地域の住宅開発以際、急速に都市化した地域です。地域jLy部には、

富雄川が南北に流れています。

地域の大部分は言1-iilli的な大規模開発によって、良好な住宅地を形成して

います。

( 2 )地域の環境づくりの方向

・丘陵地の緑豊かな自然環境と景観の保全・育成を図ります。

・矢凹丘陵、西ノ京丘陵は、平城京を囲む青垣山のうち、西側の緑の山

並みの景観を Jr~づくっているとともに、本地域の市街地の緑のふちを

形づくり、 ilMIいある市街地の形成に寄与しているため、これらの緑立

かな山並みの自然環境と景観の保全 ・育成を図ります。
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-潤いある良好な居住環境っくりの推進を図ります。

-郊外住宅地としての成熟化に対応しながら、良好な居住環境の保全を

図る一方で、、無秩序な開発を抑制するとともに、面的な準備により、

良好な住宅地の形成を図ります。

-安全で快適な道づくりの推進を図ります。

-道路体系の整備やパス経路を中心とした公共交通網の整備充実により、

近鉄学園前駅周辺や近鉄富雄駅周辺などの生活拠点における交通集中

を抑制し、歩行者にとって安全で快適な歩行者空間の護保lを図ります。

.身近な快適空間の創造・再生を図ります。

・宅地開発が進む中で、緑空間や水辺のアメニティの伺保など、身近な

快適空間の創造 ・再生を目指していきます。
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計画の推進にあたって

市(行政)において、環境調整会談を設置・運営し、庁内連携によって環

境基本計画を推進します。

ま た市 民 ・事業者・観光客等への助言 ・支援・情報提供などを行い、積

極的な参加・協力を促すなどiili携の強化を図ります。

-

一

伊

一

条
一

本一基一境
ア
ー
ー
ー

環
一

市一良

一

宜一小
一

奈良市環境基本計画

策定

見直

し 市 (行政)

助言・支援・

奈良市環境調整会議
情報提供

市 民
奈

良

市
諸問

環 |総 合 調 整
答申

参加・協力 ・事業者
境

審
要請

議 ! I 環境施策の実施 | 
品宮

観光客等

報告
| 施策実施の報告 H 公表

----------ーーーー・---・・._--- --- --~

.奈良市環境部整会憾の役割

市が環境を保全・創造するための施策を体系的に展開していくため、庁内の繍断的連携による

総合調整を行います。

[役割1・環境基本計画の見直し

-環境基本計画の総合調整と施策の実施(進行管理)

.施策実施の報告

.奈良市環境審誠会の役割

奈良市の環境保全に関する基本的事項の翻査審鱒を行います。
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[市の環境の現状把握]

・環境施策の基礎資料として、奈良市の環境に関する情報を雄理IIします。

また、環境の現状の犯古屋や新たな環境保全技術の動向などに関する調査

研究を推進します。

[率先行動の監視1
・市行政全般について、環境を優先的に配慮する視点を定着させるため、

庁内の事務等について環境に配慮されているかどうかを点検するシステ

ムの整備及び率先行動の実現に向けて庁内の連携体制を構築します。

[情報の収集・提供]

.関連情報を管理する関連各機関及び民間団体等との連携のもと、公害、

自然環境等各分野における環境情報を広く収集し、 rli民・事業者・観光客

等にわかりやすい形での提供・活用を進めます。

[調査・研究の充実]

・本官1-j萌の適正な推進に向け、市の施策立案や達成評価等を支援するため、

将来的な課題として、環境の現状を総合的に解析、評価する手法導入の

検討を図ります。また調査研究体制の充実、総合的かっ体系的な調査研

究の実施、環境にI刻する情報の分析の推進を図ります。

[広域的な連携1
.自動車交通対策や大気汚染及び河川流域の保全など、広域的に解決すべ

き課題に対しては、図、県、関係市町村との連携を強化し、積極的な対

応を図ります。

・複雑・多緑化する環境問題に対処するため、積極的に固から情報を収集

します0

・奈良県環境総合計画及び奈良市環境基本計画は、役割分担と述携のもと、

環境焔策の推進と市民 ・事業者 ・観光客等の環境行動を支援 ・促進します。

[進行管理1
・計画策定後、 151;境の状況や施策の実施状況、取り組みの効果等を把握し、

今後どのように取り組むべきかなどを検討し、対策を講じることや必要

に応じて計画の見直しを図ります。
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資料編

資料1:奈良市環境基本条例

資料2:環境基本計画策定経過

資料3:環境審議会委員名簿

資料4:用語の解説

99_ 





.. 温調

奈良市環境基本条例

(;Jγrf;) 

日 〆、ノ9ヤh 

前文

第 l章 総 則(第l条一第7条)

第2章 環境の保全と創造に関する施策の基本方針等 (第8条一第10条)

第3掌 ~1境の保全と創造に関する施策(第11条一第18条)

第4章 地球環境の保全に関する施策(第四条)

第5章推進体制の整備(第20条)

第6学 J)日境審議会(第21条)

附則

奈良市は、平城京として栄え、数多くの世界に誇る歴史的文化遺産やこれらと一体となった春日山原

始林等の豊かな自然環境を今に受け継ぎ、日本人の心のふるさとであるとともに国際文化観光都市とし

て発展してきた。

しかし、近年の都市化による生活様式の変化は、環境への負荷を増大させ、大気や水の汚染を進行さ

せるなど日常の生活環境はもとより 、地球環境を脅かすまでに至っている。

悠久の年月を経て受け継がれてきた健全で立かな環境は、人類のみならず、すべての生命をはぐくみ、

やすらぎとうるおいの初、である。現在及び将来の世代がこの健全で豊かな11iI境の恵みを等しく享受でき

るようにすることが、わたしたちの責務である。

このため、わたしたちは、 |浪りある環境を認識し、自然と人1mとの調和1のとれた、かつ、環境への負

荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築に、 一体となって聖子めなければならない。

ここに、わたしたちは、奈良市に集うすべての人の協働の下に 「世界的文化遺産と廃史豊かな自然が

調和した都市・奈良」を目指し、良好な環境を保全し、創造するとともに、これを将来の世代へ引き継

いでいくため、この条例を1Ii11定する。
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第 1章総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全と創造について、基本理念を定め、 slT-びに市、事業者、市民及び観

光客等の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ言|箇的に推進し、もって現在及び将来の

市民の安全かっ健康で文化的な生活の碓保に5寄与することを阿的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げるm~告の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の瓶l暖化又はオゾン屑の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の磁の減少その他の地球の全体又はその広純な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る秘

境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の安全かつ健康で、文化的な生活の硝・保に

寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当純聞にわた

る大気の汚染、水質の汚濁(水f員以外の水の状態又は水底の}tiS1ifが悪化することを含む。)、土壌

の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の抗il採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪

臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な

関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下問じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全と創造は、市内に存する歴史的文化逃産が世界の巡産でもあることから、その文

化巡f!t及びこれと一体をなす歴史的風土並びに識かな自然環境を大切にし、1'1j"民の生活と調和した

奈良らしい歴史環境を保全し、創造することを目的として行われなければならない。

2 環境の保全と創造は、市民が安全かつ健康でうるおいとやすらぎのある快適な生活を営むことが

できる良好な環境を確保し、将来の市民に継承していくことを目的として行われなければならない。

3 環境の保全と創造は、循環を基訓とした環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を締築す

ることを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければなら

ない。

4 地球環境の保全は、これが人類共通の課題であるとともに、市民の安全かつ健康で文化的な生活

を将来にわたって維持する上で極めて重要であることから、すべての者が自らの問題としてとらえ、

日常生活及び事業活動において、国際的協調の下に積極的に行われなければならない。
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(市の責務)

第4条 市は、 iiIj条に定める環境の保全と創造についての基本理念(以下 「基本理念」という 。)に

のっとり、環境の保全と創造に関する図の施策に準じた施策及び市の区域の自然的社会的条件に応

じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する i!('~長を有する。

2 前項に定めるもののほか、市は、恭本理念にのっとり、市の施策を策定し、及び実施するに当た

っては、環境への負荷の低減その他澱境の保全と創造に努めなければならない。

(事業者の責務)

第54民 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるば

い煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を巡正に保全するために必要な

姶置を講ずるTr'li査を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売

その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製IElその他の物が廃棄物となった場合に

その適正な処J.illが図られることとなるように必要な措置を講ずる交務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、

物の製造、加|工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製日:その他の物

が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その

事業活動において、再生資源その他のEiii境への負荷の低減に資する原材料、役務害事を利用するよう

に努めなければならない。

4 前 3項に定めるもののほか、事業者は、基本迎!念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う

環境への負術の低減その他環境の保全と創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全と創

造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第 6条 市民は、基本理Il念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環

境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、

T!iが実施する環境の保全と創造に関する施策に協力する責務を有する。

(観光客等の責務)

第 7条 観光客等は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、観光等に伴う環境

への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、観光客等は、基本製念にのっとり 、環境の保全と創造に自ら努めると

ともに、市が実施するE罰境の保全と創造に関する施策に協力する責務を有する。
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第 2章 環境の保全と創造に関する施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第 8条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全と創造に関する施策を、相互の有機的な述

携を|週りつつ総合的かつ言|画的に推進するものとする。

(1) lfi!'史と文化を守りはぐくむこと。

(2) 自然や生き物を大切にすること。

(3) 安全で快適な都市環境をつくること。

(4) 健康に暮らせる生活環筑を守ること。

(5) 資淑の循環的利用を図ること。

(6) すべての主体の参加lと述携を図ること。

(7) 地球環境を考えて、|止界の人々と手を給ぶこと。

(環境基本計画)

第 9条 市長は、前条の基本方針に従い、環境の保全と創造に附する施策の総合的かっ百，-j面的な推進

を図るため、環境の保全と創造に関する基本的な計画i(以下「環境基本音'-iilliJという。) を定めな

ければならない。

2 J.環境基本音|ー画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全と創造に|刻する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、 141境の保全と創造に関する施策を総合的かつ言|間的に推進するため

に必要な事項

3 市長は、 EJI境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、奈良市環境審議会の意見を聴かな

ければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なしこれを公表しなければならない。

5 前 2項の規定は、環境基本青十四の変更について準用する。

(報告)

第 10条 市長は、環境の状況及び環境の保全と創造に関して講じた施策に|刻する報告を定期的に作

成し、公表するものとする。

第 3掌 環境の保全と創造に関する施策

(世界逃産等への措置)

第 11条 市は、環境の保全と創造に関する施策の=!!fi進に当たっては、歴史と文化と自然が織り成す

奈良固有の特性を尊重し、世界遺産及びその周辺の環境の保全と創造について必嬰な措置を講ずる
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ものとする。

(環境影響評価の措置)

第12 ~ T!iは、珠境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施

に当たり 、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、

その結果に基づき、その事業に係る1ii2坊の保全と創造について適正な配慮ができるよう必要な措置

を講ずるものとする。

2 市長は、環境の保全と創造を図るため必要があると認めるときは、前項の事業者に対して必要な

指導又は助言を行うものとする。

(規制の措置)

第 13条 市は、環境の保全と創造を図るため必要があると認めるときは、必~な規f!ilJ の措置を講ず

るものとする。

(環境の保全と創造に関する教育、学習等)

第 14条 r/iは、環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全と創造に関する広

報活動の充笑により、事業者、市民、観光客等及びこれらの者の組織する民間の団体 (以下「民間

団体等」という 。)が環境の保全と創造についての理解を深めるとともに、民間団体等の環境の保

全と創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第15条 T!iは、民間団体等が自発的に行う環境美化活動、再生資源、に係る回J!jl活動その他のIJR:l'Jfの保

全と創造に関する活動が促進されるように、必、1兵な}Ud丘を講ずるものとする。

(情報の提供)

第 16条 市は、第 14条の環境の保全と創造に関する教育及び学習の振興援びに前条の民間団体等

が|当発的に行う環境の保全と創造に附する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利揺の保

設に配廠しつつ環境の状況その他の環境の保全と創造に関する必要な情報を適切に提供するように

努めるものとする。

(監視等の体制の整備等)

第 17条 市は、 ~lJj~の状況を把握し、及び環境の保全と創造に関する施策を適正に笑施するために

必要な敗視、測定、試験、検査等の体市IJの整備に努めるものとする。

2 市は、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、必要な科学情報の収集及び制査研

究に努めるものとする。
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(財政上の措置)

第 18条 市は、球続の保全と創造に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるように

努めるものとする。

第 4掌 地球環境の保全に関する施策

第 19条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策を推進するため、

アイドリング ・ストップに関する施策の実施その他の必要な描世を講ずるように努めるものとする。

2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、園、他の地方公共団体等と相協力することにより、

広域的取組を図るように努めるものとする。

第 5章推進体制の整備

第 20条 市は、環境の保全と創造に関する施策を総合的に推進するための必要な体制を整備するも

のとする。

第 6章環境審議会

第 21条 書~9 条第 3 項に規定する事項の処理その他の市の環境の保全と創造に関する基本的事項に

ついて制査審議させる等のため、環境基本法(平成 5年法律第91号)第44条の規定に基づき、奈良

市環境審議会(以下「審議会」という。) を設置する。

2 帯談会の組織及び迩営について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成llil;4月l日から施行する。

(経過措fE)

2 この条例の施行の|祭、現に次項の規定による改正前の奈良市附属機関設置条例 (1昭和28年奈良市

条例第24号)の規定により設置されている奈良市環境若手議会は、第 21条第 l項の規定により設置

された審議会とみなす。

(奈良市附属機関設置条例の一部改正)

3 奈良市附属機関設置条例のー古11を次のように改正する。

別表rli長の吉11奈良市環境審議会の項を削る。
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環境基本計画策定経過

.環境審議会における審議等の経過

開催日

呈盛旦生壁
平成 9年9月29日

平成 9年10月21日

平成 9年12月22日

平成10年2月16日

平成10'<1三3月5日

平成10年 3月31日

平成10年度

平成10年4月21日

平成10年5月19日

平成10年7月7日

平成11年2月1日

平成11年 2月2日

平成11年2月2日

審議 内容 等

第 1[ITJ環境審議会開催

. 121 世紀を見通した奈良市の環境行政のあり方」を環境審議会へ諮問

.小委員会設置

第1[Ii]小委員会開催
.諮問について

・計画についての提案・留意事項について

第2回小委員会開催

-現況及び市民意向制査結果について

・奈良市の特性、課題について

第3巨l小委員会開催

-現況調査、市民意向調査の補足について

・望ましい環境像について(1)

第 4巨l小委員会開催

-環境行政のあり方について

-望ましい環境像については)

第 2巨l環境審議会開催

-小委員会での審議の経過報告

.望ましい環境像の中間報告

第l回小委員会

・望ましい環境像について(3 ) 

第 2回小委員会

-望ましい環境像について(4 ) 

第 1回環境審議会開催

-望ましい環境像について(5 ) 

第3回小委員会開催

. 121[止紀を見通した奈良市の環境行政のあり方」について小委員会

原案採択及び環境審議会会長へ報告

環境審議会へ奈良市環境基本計画原案の内容を諮問

第2回環境審議会開催

. 121世紀を見通した奈良市の環境行政のあり方」の答申採択

.奈良市環境基本計画原案の内容が妥当である旨答申採択
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-庁内検討の経過

開催日

平成 9年度

平成 9年 7月28日

平成10年2月16日

平成10年度

平成10年7月13EI 

平成10年8月26日

平成10年10月22日

平成10年12月7日

-12月25日

平成11年 1月21日
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審 議 内容等

第l回環境施策検討会議幹事会 ・作業部会|非l催

第 2回庁内検討会議作業部会

第1回;1;1境施策庁内検討会議開催

第 2回環境施策庁内検討会議開俄

第3回環境施策庁内検討会議幹事・作業部会開催

第 4聞環境施策庁内検討会議作業部会開催

-基本施策について、各部各課と調整

第 5回環境施策庁内検討会議開催

平成11年 2月2日 奈良市環境審説会渡辺会長から大川市長へ答申書が手渡されました。
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奈良市環境審議会委員名簿

奈良県工業技術セ ンター統折主任研究日

議比佐保女学院短期大学特任教授

奈良県術生研究所長

奈良県奈良保健所長

京都府立大学名将教授

安1'lili医師会代表

奈良市粉華地区自治迎合会長

活苦良uH工会議所代表

奈良女子大学教授

索以I!U%i大学教授

奈良市民業委員会会長

奈良113年会議所代表

後良市町l問弁謎:1:

議l'l，li地域紛入団体辿絡協議会会長

奈良市梨市IJ師会代表

治

自11

俊介

凹義 夫

大手校二

岡谷 鋼

尾崎康雄

海保)j静雄

木村 俊

御勢久右術門

1吹田敏之

吏屋主

1:1" 幹夫

ミサヲ

迷

日l、木

IE 

井

荒

石

今

上

貝委

。

4シ

4シ

• 
4シ

。

。

MIJ会長

貝委

。

市議会議只

市議会議只

m;機会議員

子

梢

夫

司

治

国

仁!

西

村 山
門
川
市
町

一
一

1

4

f

 

田

西

、
敵
視

松

山

波
仁l

イシ

• 
。

φ 

ク

。

。

(五 卜15"11[i. i;!(称l哨)

荒木弘治

石田 一 郎

大手桂 二

木村 優

御勢久右衛門

更屋圭 一

西田ミサヲ

松村和夫

i度辺仁治

|則凶外凶荷大学教授

委員長

辺

小委員会委員

長4泳
三三毛
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用語の解説

あ行

アイドリング・スト ップ

大気汚染防止を目的として、!!tl:f1f 111 "1"の自動車のエン

ジンを止めること。環境庁では平成8年度環境月間を

契機に全間的な実践行動としての 「アイドリングスト

ップi!J!iJl))Jを提唱しており、本市でもアイドリング ・

ストップを推進している。

アメニティ

「快適さ」、「快適性」の治、味でまちづくり用語として

j目いられている。近年の相会情勢の変化と人々の制li値

観の多械化に伴い、経済性や利便似の重視から快適性

の重視へとまちづくりのニーズも変化している。

一酸化炭素 (CO)

大気r.1"のー固ま化炭素 (CO)は、燃料等の不完全燃焼

によって生じるもので、主に自動車が発生源となって

いる。COはJfnì!~ "1'のヘモグロビンと結合して般紫を

迎搬する機能を阻害するなど人の他康に彬幸子を与える

ほか、温室効栄のあるメタンガスの苅'命を長くする。

COについては、 111時rHJ値の1日平均値がlOppm以下で

あり、かつ、 11時間他の811寺!日l平均値が20ppm以下であ

ること」という環境;1'"準 (人の他E!tを保護するうえで

維持されることが望ましい基準)が設定され、自動車

の排出ガス規制が行われている。

雨水浸透施設

雨水などを人為的に地中へ浸透補給して地下水の抵の

増加を図る施設。例として、浸透雨水マス、 I'x透トレ

ンチ、透水性舗装などがある。

工コビジネス
環境への負荷が少ない揃品 ・ サーピスや~i境保全に資

する技術やシステムを提供するビジネスのことをいい、

あらゆる産業にまたがった横断的な商品 ・サービスを

提供する産業であり、1.!!;'.協への負荷を低減する装i丘、

2. lJf~境への負荷の少ない製品、 3. !!;'I境保全に'i'tす

_ 110 

るサービス、 4 相会主!主総の技術の4つに分業目される。

エコマーク (eco-mark)

エコマークは、商品類型ごとに定められた獄事tへの配

慮項目を満たしているかどうかを審査し、認定を受け

た繭品に付与されるものである。環境への負荷の少な

い製品の購買を推奨することを目的として、財団法人

日本環境協会が平成元年 2PJからエコマーク事業を実

施しており、 平成8年12月現在で69類型2032術品が認

定されている。

オゾン層

地上から12-50kmの上空にある比較的オゾン波伎の

向い大気屑のこと。酸素が成層闘において強い紫外線

による光化学反応を起こし、酸~J瓜子3f聞のオゾンと

なることで形成される。オゾンは波長城200-360mm

の光を強く吸収するため、オゾンj習の存在が生物に有

害な紫外線を地表に到達しにくくしている。

音風景

身近な背に注目して、将来に残したい環境を考えると

きにJTJいる言葉。音風景については、環境庁が平成8

年に実施した「残したい日本の古風長l∞選」を契機に、

全図的に地域の背澱境を保全する:iJi業が進められている。

本iIiでも、 「在日野の肢と諸寺の鈍Jが選定されている。

温室効果ガス (GHG) (greenhouse gas) 

大気中のガスの"1'には、太陽光の放射エネルギーのよ

うな波長の短い可視光線は吸収しないが、地表から宇

宙への放射エネルギーのような波長の長い赤外線は吸

収する性質をもつものがあり、これを温室効染ガスと

いう。主な温室噴出来ガスとして、 二酸化炭素 (CO，)、

水蒸気、メタ ン(CH.)、車酸化盆索(N，o)、オゾン(0.)、

代務フロンである]-]FC(ハイドロフルオロカーボン)

やP]-]C(パーフルオロカーボン)などがあげられる。



か行

環境教育・環境学習

環境教育 環境学留は、国民一人ひとりが自ら学習す

る主体であるとの認識の下に、幼児から成人 ・高齢者

へのライフ ・ステージに合わせ、生涯学溜として展開

されることが必要である。環境教育・環境学習の目指

すところは、 ①今日の環境の状況を認識し、 ②環境問

題がエネルギーの消費等人間の経済活動や日常的な活

動に由来しているという人|日jと環境とのかかわりを迎

解し、③相会全体の生活綴式や経済活動の変革の必要

性を学ぶことである。 その上で、 @これを単なる~v:r~

に係る知識の溜得にとどめるのではなく、 ~g{得した知

識を踏まえて、自らの行動と環境とのかかわりを常に

意識し、可能な|浪り環境に負荷を与えない生活を実践

していく能力を養成することである。

環境保全型農業

政業の持つ物質循環機能を生かし、生産性と制和等に

留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、 J~~の使

用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的なj品業を

いう。(1環境情全型J品業の展開へ向けてJ(平成7年環

境保全型段業研究会))。

光化学オキシダント

光化学オキシダントは、工場や自動車から持|出される

室紫酸化物(NOx)及び炭化水素類(HCs)を主体とする

一次汚染物質が、太陽光線の!!日射を受けて光化学反応

を起こすことにより 二次的に生成されるオゾンなどの

ことを指し、 Yntい酸化力を持っている。光化学オキシ

ダントは、いわゆる光化学スモッグの原因となり、高

濃度では市!îJJ~{への刺激や呼吸器+へi 矧 jを及ぽすとともに、

jえ作物なと、への影響も報告されている。光化学オキシ

タントについては、 111時間値が0.06ppm以下である

こと」という環境基準が設定されている。

クリーンエネルギ一

太陽光発電や風力発電などの自然エネJレギーと同義語。

-軍司

グリーン購入ネ ットワーク

(Green Purchasing network) 

環境保全型製品、原材料、サービス等のrli場形成を促

進するため、グリーン購入(環境への負荷ができるだ

け少ない商品やサービスを仮先的に納入すること)ネ

ットワークが、平成8年2!'1に、民|問団体、企業、地方

公共団体、環境庁、学識経験者等によって設立された。

グリ ーン購入ネットワークでは、製品の購入に当たっ

て秘境面iで配胤すべき事項を、製品カテゴリーごとに

購入者・泊m者向けのガイドラインとしてまとめるこ

ととしており、これまでOA用紙、コピー機・レーザ

ープリンター レーザーファクシミリについてガイド

ラインをf'fli]i;している。

本市でも平成8年11月に加入している。

コージェネレーション・システム

(co-generation system) 

コージェネレーションとは、燃焼により発生する熱の

高祖背1¥から発電に用いる動力を、動力が作られる際に

生ずる低楓の熱を問 II~ に取り出すものである 。 111力 11~:

要と熱需要が適切に組み合わされた場合は、総合エネ

ルギーが80%以上にまで向上する。

コンポスト

土壌改良効県を持つ有機資材。台所からでる生ごみや

落ち葉などからも作ることができ、家庭菜園や~t.栽な

どの!肥料として利用できる。

交流ファーム

民業、林業、苦filEなどのふれあい交流をすることによ

って、自然や生活の技、食文化等へのJlliWfを深め、自

然や動植物を大切にする心や自然環境に影響(負荷)

を与えないような暮らしを進めていくことができる。

ハーベストファームやミルク 7アームなど全国で多様

な交流ファームが1謎生している。

さ行

酸性雨 (acidrain) 

酸性雨とは、硫ik酸化物(SOx)や窒素酸化物 (NOx)

などの大気汚染物質が大気中で硫酸塩や硝酸塩に変化し、
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これを取り込んで生じると考えられる際性の強い雨、様、

雪などのi鼎姐沈殿(wetdeposition)と、ガスやエアゾ

ルの形態で沈殿する乾性沈殿(drydeposition)の両者

をあわせたものである。酸性雨による拶科としては、

①消J~白や河川等|注水が酸性化しif>lJii1等へ影響を与える

こと、 ②ゴニ嫌が酸世l化し;森林等へ紛糾を与えること、

③酸性雨が直接、樹木や文化財に i;t ~(i することにより

これらの衰退や刷機を助長することなどが懸念されて

いる。

自然エネルギ一

石1111や石炭によるエネルギーは大気汚染や地球温暖化

の原因となる物質を担1'11¥し、環境に負荷を及ぼす。こ

れに対して、太陽エネルギー、風力エネルギ一、 i相lカ

エネルギーなどは、環境への負荷が少ないことから lヨ
然エネルギーまたはクリーンエネルギーと呼ばれている。

自動車交通騒音に関する環境基準

閥、昼間、夕、夜間の 41時fnu;市のそれぞれについて、

住居環境の都鋭、車線数によって値が定められている。

昼間、初と夕、夜間のJII(iに基準{füが~'，Ij <、 45デシベル

以下-65デシベル以下となっている。

自動車交通騒音に関する要請限度

騒音対lH司法に基づき定められた自動車交通騒音の限度で、

都道府県知事は、これを趨えた場合で道協の生活 1~J坑

が著しくmなわれると認めるときは、都道府県公安委

貝会に対し、道路交通i'.tの規定に ~，!;づく交通規制等の

揃世をとるべきことを~mljするものとする。 その他は、

区域、 l時 I IU 刊に応じて定められており環境;!，~i\~ より 5

-15デシベル高し、。

本市は、!騒音二については|昭和44jHJ'J20日から、振動

については、 l昭和53年4月l日から事務委任を受けている。

木市全域が規制地域となり、それに伴う各種規制を災

施している。なお、深夜騒音等に係る規制についても、

奈良県生活環境保全条例で定められている。本mでは、

自動車交通環境尖態澗査環境l騒音調査を行い、現況

把括!に努めている。

省エネルギ一

石油などの布限なエネルギ-ftiJhiのiJ'ii'iを極力少なく
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すること 。 エネルギーの有jq~性がJUトばれる中、事業活

動やili民の|ヰ常生活レベルにおいて取り組みが行われ

ている。

循環型社会

環境への負荷の低減を図るために、'fti)jjiやエネルギー

のリサイクルやリユースに配慮したシステムを有する

相会をいう。

例えば、雨水の地 I;I~I 洞益や 1/ '水利用などの水の循環へ

の配慮、生ゴミのjflUJ巴化、古紙や缶のリサイ クルなど

'ftiJj;iの循環なと。の仕組みや設filliを備えたりすることが

あ11'られる。

水源かん養林

樹木、ï'6~及び土壊の働きにより、降水を効県的に地

'~I' に浸透させ、長JYJにわたり Jti'fll 流下する水淑かん

旋機能を持つ森林のこと。水源かん養林を保全するこ

とによって、洪水制節、潟水緩和など河川流i;(の平準

化を|買|ることができる。

た行

夕、イオキシン

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン (PCDD) とポ

リ組化ジベンゾフラン (PCDF)をまとめてダイオキ

シン矧と呼んで、いる。ダイオキシンJ;i'iは燃焼過松や化

学物質の合成過秘で芯閃せずに生成される化学物質で

ある。大気中に山ていき、大気1;1'の紘子などにくっつ

いたダイオキシンは、土壊に落ちたり、川に務ちたり

して土捜や水を汚染する。さらに、プランクトンや飢

に食物辿鎖を通して取り込まれていくことで、生物に

も務総されていくと考えられている。

地球の温暖化 (globalwarming) 

二酸化炭*などの温室効果ガスの地加lにより、地球の

気温が高まり、自然や生活環境に各種の (怒)j信号刊さ

ととじる現象。1995"r;のIPCC第二次報告告によると、

何も対策をとらなかった場合、会地球の平均気温は21

1止lVl;jミには二度上昇し、 iJffi.1暖化にともなう海水の膨張

などにより、平均50cm(15-95cm)のif!nmJニ究・が予想

されるほか、 JJ2林業に大きな 1;f3 ~.~1 を与える。



窒素酸化物 (NOx)

EE紫と酸5Eの化合物の総称。燃料その他の物質の燃焼

に伴って発生する。大気'1'には多くの布i.iJ:aのものがイF

イ工するが、主に一酸化窒紫(NO)と二酸化窓索(NO，)が

大気汚染に|刻係する。B'i索開主化物は人の呼吸部にi;出仰

を与えるだけでなく、光化学スモッグの原因物質の一

つでもある。 ~~がl剖では、 Noxのうち二酸化笠索につ

いて r11時1m佑の1F1平均値がO.04ppmから0.06ppmま

でのゾーン内またはそれ以下であること」という環境

基準を設け、対策の目標としている。

低公害車

C02相|山削減を日的とした自動車。現在、災JH段附に

ある低公害11<:として氾気自動車、天然ガス自[lj)1I1、メ

タノール lヨ E由III、ハイブリッド I~I 動車カずある。

な行

傘いぶんびつか〈らんか が〈ぷっしつ

内分泌撹乱化学物質

(environmental endocrine disrupters; 

endocrine-disrupting chemicals) 

一般には、 ~t1>~ホルモンと呼ばれ、動物の~Iミ体 I1-J に取

り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている.iF

iì~' なホルモン作!日に与える化学物質を'0:1床する。近年、

内分泌学:を始めとする医学、野生生物学に附する科学、

環境科学等の研究者 ・ 専門家によって、 ~t:lJ~ I:I:J に存在

するいくつかの化学物質が、動物の体内のホルモン作

j刊を撹乱することを通じて、生殖機能を1[[符したり、

悲性IJill協を引き起こすなど恕影響を及ぼしている可能

伯があるとの指摘がなされている。現在、環境庁は約

70紐の化学物質を指定し、 98年6tJには300粧を制貸対

象として新たに指定しているがその"，の最右泌がダイ

オキシンである。

二酸化硫黄 (SO，)
二酸化統抗(50，)は、イiAtJYt分を含む石刊11や石炭を燃焼

させることにより ~I'. じ、四日市ぜんそくなどの公告仰

の原凶物質として釘lられているほか、酸伯 PeiのlJit11iJ物

質ともなる。我が|司では、 50，については r11時間l値の

1日平均他が0.04ppm以下であり、かつ、 11同111]他が

..  置置

O.l ppmであること 」 という耳は:'~~;~ il棋を設けている。

二酸化炭素 (CO，)

炭2+さを含む物質の燃焼によ って発生する。生物の呼吸

によっても発生する。最近では、 Mm革命以後の経済

活動の活発化により、石油、石炭などの化石燃料が大

設に消~'iされ、大気"，の二般化炭素股，~が上昇してい

ることが、地球市IU暖化のjポ|主|のlっとして注目をあび

ている。

二酸化窒素 (NO，)

有ililや石炭などの窒素分を合んだ燃料の燃焼により発

生する。7Aihli燃焼の過程でまず一般化さ担紫の形で生成

され、これが大気rl'に放出された後、限表と結びつい

て二酸化窒素となる。二自主化2E紫はH千l汲~~系に好まし

くないi;ij卒中を与える。NOxのうち二際化袋索について

rll時111111([の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの

ゾー ン I)~ またはそれ以下であること」という環境基準

を設け、対策のH燃としている。

は行

パートナーシップ

今日のJJ;1J-;;WU氾iを解決していくために、各主体 (ilr民、

引染者、観光者等、市) が、;Jft.lj'~とのかかわりを週明=し、

それぞれが~er任を分担して、公平な役~~~~の下に、述携

して環境保全にJf~り ~ll む協制的 I~~係のこと 。

バリアフリー

|邸答者や高齢者等の行動を妨げるさまざまな障壁を取

りl除くこと。

BOD (=Biochemical Oxygen Demand) 

生物化学的駿素要求抵のこと。河川水などの布機物に

よる汚測の程度を示すもの。水"1"に含まれている有機

物質がー定H奇問、 一定jl山立のもとで微生物によってF酸

化分解されるときに計lí~1 される阪紫のi止をいう 。 数値

が71ぃ、ほど有機物の1止が多く、汚れが大きいことを示

している。

V'j や湖消などでは、化学的自主紫~求:hlである COD

(chemical oxygen demand)が使われる。
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ビオトープ (Biotope)

生物をr.J:1床する“Bio"と場所を意味する "Tope“を

合成したドイツ認で、野生生物の生息~II:IJを意味する 。

広大な郎総の森林もピオトープですが、 l定の小さな植

え込みや花位もピオトープになる。

浮遊粒子状物質

(SPM=Suspended Particulate Matter) 

大気中の粒子状物質のうち、粒径0.01mm以下のもの。

人の気迫やIlli胞にit析し、 l呼吸総疾忠の附加を引き起

こすおそれがあるため、環境基i¥'起が設定されている。

工場などの事業活動や自動車の走行にl'ドぃ発生するほか、

風による巻き上げなどの自然現象によるものもある。

浮遊粒子状物質については r1時間値の1日平均値が

O.lOmg/m河以下であり、かつ、 l附II¥J1iUが0.20mg/m'以

下であること」という環境基準を設定し、その迷成に

向けて工場 事業場からのばいじん ・粉じんや自動車

からの粒子状物質等の排出規制lを行っている。

フロン
1930年ごろに冷媒として1m発されたフロン (CFC)は

冷蔵Jili.やエアコンに欠くことのできない物質として発

達した。人体に対する7圧倒が低く、告!tl床無臭で化学的

に安定であること、圧力によって谷易に液化して多く

の有機物を溶かすことなどからクリーンな洗浄溶剤と

してエレクトロ産業等において大此に使JIJされるなど、

洗浄剤lや I~t綴剤、発1包方IJ など冷M\以外の多様なj刊途に

広く利用された。しかし、成病問に到達すると、紫外

線で分解されて血紫分子を放11¥し、このIjj(子がオゾン

府を破壊することが虫11られている。

pH 

水素イオン iJ:k皮のこと。河川や海域での水質判定項目

である。7が"1"性、 7以上がアルカリ性、 7以下が敵性

と定義されている。

ま 行

水資源賦存量

降水色上由、ら蒸発散によって失われる訟を差しijIいた訟に、

当該地域の而和を乗じた他。 ;f~が図の水資源J~\存lltは
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平年で約4.200111.01'、渇水年で約2.800f:~mJとなっている0

ff~雨期や台風JUJに降雨が集中しており、かつ地形が急

峻で河川の流路延長が短い我が図では、この水資源J~\

存hlのうちかなりの部分が利用きれないまま海に流出

する。実際に水資源として利朋可能な益は、各地域の

地形、地質や降雨111のl時間的変化等によ っても大きく

拠なる。

(環境)モニタリンク

脱税データのチェックや環境試料の採取と分析をする

など、環境の変化を継続的に脱悦すること。

や行

有害化学物質

化学物質の中には、その製造、流通、廃!t~~;の級々な

段階で環境中に放tI¥され、環境中での残旬、食物述劃i

による生物学的波縮などを通じて、人の他BJtや生態系

に有害な影響を及ぼすものがある。これまで有機水銀

やPCB等の環境汚染問題を始めとし、最近では、 トリ

クロロエチレン、テトラクロロエチレン等による地下

水等汚染、有機スズ化合物による海洋汚染、ゴミ焼却

等により非氾;図的に発生するダイオキシンJJ.iの!.¥1境残

留問題などがしばしば社会問組化している。

ら行

れきかん

磯問 (接触酸化法)浄化

河床のやd~l生物l脱は 11丙しかないので、 1喋を積み上げ

てこれを多層にして、 l当然給化機能を市める方法が際

間接触酸化法である。本法は河川敷で実施されること

が多く、コンクリート製の~~f (jft進1.5m程度)にこぶ

し大の礁を充製する。
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